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Ⅰ 食の安全安心の確保に関する施策の実施状況の概要

１ 安全で安心できる食品の供給の確保

（１）生産及び供給体制の確立

イ 生産者の取組への支援

食品の生産においては，安全で安心できる食品を望む消費者の期待に応えられるよう，

生産者自らが食の安全安心の必要性を身近に感じ，取り組むことが必要であり，その取

組を促進する施策を実施した。

農業関係では，「みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度」の普及拡大に努め

るとともに，農業生産工程管理（ＧＡＰ）に基づく自主的な衛生管理の取組を推進した。
ギ ヤ ツ プ

また，農薬使用者等に対する立入検査を通じて，農薬の適正使用を推進した。

畜産関係については，県内全ての牛に管理用個体識別番号耳標を装着し，牛の生産履

歴が把握できる体制を継続した。

水産関係については，東日本大震災により被災したカキ共同処理施設，共同作業場な

どの復旧整備に対する支援を行った。

ロ 安全な農水産物生産環境づくり支援

食の安全安心を確保するためには，個々の生産者だけでは解決しにくい課題があるこ

とから，生産者が積極的に安全な農産物等の生産に取り組むことができる環境整備に努

めた。

農業関係では，病害虫の防除対策の支援，カドミウム基準値超過米の発生抑制及び基

準値を超過した産米については市場流通しないよう廃棄処理を行うなど，安全な農産物

の生産を図った。

畜産関係では，家畜伝染病予防法に基づく検査により，家畜伝染病等の発生予防とま

ん延防止を図り，経済的損失を防ぐとともに，安全で高品質な畜産物の生産を図った。

水産関係では，県産二枚貝類等について，食中毒未然防止及び信頼性向上のための貝

毒検査の取組を支援した。

ハ 事業者に対する支援

ＨＡＣＣＰの考えを取り入れた本県独自の衛生管理手法「みやぎ食品衛生自主管理登
ハ サ ツ プ

録・認証制度」を平成２７年１０月に改正し，新たな「みやぎ食品衛生自主管理認証制

度」の運用を開始し，事業者，消費者への普及推進に努めた。

また，米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（米トレー

サビリティ法）に基づく立入検査や周知啓発，「食材王国みやぎ地産地消推進店」の登

録推進を図った。
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（２）監視指導及び検査の徹底

イ 生産者に対する安全性の監視及び指導の徹底

食品の生産段階での安全性を確保するため，農薬の販売者及び使用者に対する立入検

査，肥料及び飼料の安全性確保のための立入検査，動物用医薬品販売業者への立入検査

を行うとともに，高病原性鳥インフルエンザの予防のための定期的な監視・検査等を実

施し，生産物の安全安心の確保に努めた。

ロ 事業者に対する安全性の監視及び指導の徹底

食品衛生法に基づき，毎年度策定している宮城県食品衛生監視指導計画により，食品

営業施設の監視指導並びに輸入食品をはじめ県内に流通する食品の規格基準の検査，食

品中の残留農薬，ノロウイルス及びＢＳＥ検査等を実施し，飲食に起因する危害防止に

努めた。

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い，県産の農産物，林産物，畜産物及び水

産物（以下「県産農林水産物」という。）の安全性を確認するために放射性物質検査を

行った。

また，水産物については，定期的な精密検査のほか，県内の主要魚市場に簡易測定器

を貸与し，スクリーニング調査による安全確認を行い，基準値を超える水産物を市場に

流通させないよう万全な対策を講じた。

ハ 食品表示の適正化の推進

食品表示の適正化を推進するため，食品表示法に基づき監視指導を行った。また，食

品表示ウォッチャーによる食品表示モニタリング調査のほか，「食品表示１１０番」等

において，相談の受付を行った。

平成２７年４月の食品表示法施行に伴い，県内７か所で食品表示に関する説明会を

開催し，事業者に周知した。

２ 食の安全安心に係る信頼関係の確立

（１）情報共有及び相互理解の促進

イ 情報の収集，分析及び公開

食の安全安心の確保のためには，情報の共有が重要であることから，みやぎ食の安全

安心消費者モニターアンケート，食の安全安心に関するセミナー及び研修会等により県

民の意向の把握に努めたほか，宮城県食品衛生監視指導計画に基づく監視指導結果等を

取りまとめて公表した。

ロ 生産者・事業者及び消費者との相互理解の促進

食の安全安心の確保のためには，消費者，生産者及び事業者の相互理解のもと，信頼

関係を構築することが重要であることから，「地域の食と農の相談窓口」の設置，民間

企業等と連携した地産地消のＰＲ，学校給食への県産食材の利用拡大の働きかけ等によ



- 3 -

り消費者，生産者及び事業者等の相互理解を促進した。

（２）県民参加

イ 県民総参加運動の展開

消費者，生産者及び事業者，県が協働して「安全で安心できる食」の実現を目指し，

消費者が参加する「みやぎ食の安全安心消費者モニター制度」及び生産者・事業者が自

ら取り組む「みやぎ食の安全安心取組宣言」を中心に「みやぎ食の安全安心県民総参加

運動」を推進した。

ロ 県民の意見の食の安全安心の確保に関する施策への反映

みやぎ食の安全安心消費者モニターアンケートの実施，食の安全安心セミナーでの意

見交換等，様々な機会を活用し広く県民の意見を収集した。また，「食品表示１１０番」

や「食の１１０番」を設置し，県民や事業者からの食品の表示等に関する情報提供，疑

問や相談に対応した。

３ 食の安全安心を支える体制の整備

（１）体制整備及び関係機関等との連携強化

イ 食の安全安心対策本部による危機管理及び総合的な対策の推進

食に対する安全安心の施策を総合的に推進するため，宮城県食の安全安心対策本部を

設置しており，平成２７年度は，第１回対策本部会議（８月開催）で「平成２６年度「食

の安全安心の確保に関する基本的な計画（第２期）」に基づく施策の実施状況について」

協議した。また，第２回対策本部会議（１月開催）では，「食の安全安心の確保に関す

る基本的な計画（第３期）案」について，協議の上，県議会に提案し，議決を経て計画

を公表した。

ロ みやぎ食の危機管理基本マニュアル等（個別のマニュアルを含む）による迅速な対応

みやぎ食の危機管理基本マニュアル及び関係各課において作成している個別の対応マ

ニュアルに基づく事案等について情報の共有化を図り，食の安全安心の確保に対する危

機に備えた。

ハ 食の安全に関する調査・研究の充実

保健環境センターにおいて，液体クロマトグラフ／タンデム型四重極質量分析計を用

いたヒスタミンの分析法を開発し，迅速かつ簡便な分析が実施できるようになった。

ニ 国，都道府県，市町村との連携

厚生労働省等から適宜違反食品等に係る情報の提供を受けるとともに，輸入食品に関

する情報収集に努めた。また，食品表示の適正化に向けて，国や市町村と連携を図り，
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疑義情報への対応や情報の共有を図った。

（２）みやぎ食の安全安心推進会議

食の安全安心の確保を図るため，条例により学識経験者，消費者代表及び生産者・事業

者代表で構成する「みやぎ食の安全安心推進会議」を設置している。平成２７年度は推進

会議を４回開催し，食の安全安心の確保に関して審議を行った。平成２７年２月に諮問し

た「食の安全安心の確保に関する基本的な計画（第３期）」については，１１月に答申を

受けた。また，「食の安全安心の確保に関する基本的な計画（第２期）」に基づく施策の実

施状況について評価を受けるとともに意見や提言を広く聴取し，各種施策に反映させた。

４ 食品に係る放射能対策

イ 食品の放射性物質検査

県が定めた「農林水産物等の放射性物質検査計画」により，県産農林水産物等や販売

される食品について放射性物質検査を行い，安全が確認された食品の流通に努めた。平

成２７年度は，新たに国が出荷制限指示した品目や県が出荷自粛要請した品目はない。

また，検査結果は，県ホームページ「放射能情報サイトみやぎ」等で速やかに公表し

た。

ロ 生産者･事業者及び消費者との相互理解の促進

食の安全安心に関する意見交換及び共通認識の醸成を図るため，「食品中の放射性物

質に対する現状と取組について」等をテーマとした，消費者，生産者・事業者，行政等

による食の安全安心セミナーや地域に密着した地方懇談会を開催した。

［注］

「４ 食品に係る放射能対策」については，みやぎ食の安全安心推進会議において別立てで

評価すべきとの意見を受け，平成２３年度「施策の実施状況」以降，食品に係る放射能対策を

一部再掲する形で記載している。
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Ⅱ 食の安全安心の確保に関する基本的な計画に係る施策ごとの実施状況

１ 安全で安心できる食品の供給の確保

（１）生産及び供給体制の確立

イ 生産者の取組への支援

（イ） 安全な農産物生産に対する意識の高い経営者の育成（施策１）

化学合成農薬及び化学肥料を節減した農産物を県が認証する「みやぎの環境にやさ

しい農産物認証・表示制度」について，県政だよりに掲載したり，パンフレットを作

成し，各種催事において配布するなど，県認証制度の普及拡大に努めた。また，「み

やぎまるごとフェスティバル」の環境保全型農業紹介コーナーやみやぎの安心市場の

ブースを出店し，県認証制度を中心に環境保全型農業をＰＲした。

みやぎの環境にやさしい農業推進セミナー(７０名参加)を開催し，有機農業の基

本技術や独自の経験に基づいた有機農業の実践例の紹介を行い，環境保全型農業の

取組の高度化及び普及拡大を図った。

(成果)
・「みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度」による取組状況

生産登録面積 ２，８８３ｈａ（前年比 ９７％）
取組件数 ５０６件（前年比 ９４％）

・エコファーマーは，５，７６５人と前年より減少した。

［参考］本県の販売農家数４９，３８４戸（２０１０年世界農林業センサスより）

●「みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度」のマーク

農薬・化学肥料 農薬不使用・化学肥料 農薬節減・化学肥料 農薬・化学肥料節

不使用栽培農産物 節減栽培農産物 不使用栽培農産物 減栽培農産物

（ロ） 農業生産工程管理（ＧＡＰ）等の普及拡大（施策２）
ギ ヤ ツ プ

ＧＡＰに取り組もうとしている農業法人や農業協同組合職員等を対象にＧＡＰ推進研修

会を開催し，地域におけるＧＡＰ導入について意識啓発を行った。

生産者へのＧＡＰ導入指導手法を習得するため，ＪＧＡＰ指導員資格を有する農業改良

普及センター職員等をＪＧＡＰ研修会に派遣し，ＧＡＰ指導者としての資質向上を図った。

(成果)
・ＧＡＰ推進研修会開催により，農業法人や農協職員等のＧＡＰ導入への意識が
高まった。

基本計画の大分類－中分類－小分類

１－（１）－イ
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(成果)
・ＪＧＡＰ指導者研修へ派遣し，ＪＧＡＰ指導員３名が技術習得した。
（農業改良普及センター職員２名＋農産園芸環境課職員１名）

・平成２７年度，新たに２農業法人が第三者認証ＧＡＰを取得し，本県の第三者
認証取得経営体は，１０経営体となった。

（ハ） 農薬の適正使用の推進（施策３）

農薬危害防止運動において，ポスターやリーフレットに

よる周知・啓蒙を行うとともに，農薬の適正使用を推進す

るため，農薬危害防止運動研修会を開催した。

(成果)
・農薬危害防止運動

実施期間 平成２７年６月１日～７月３１日
啓発資料 リーフレット「農薬危害防止運動実施中」

９,０００枚
冊子 「農薬中毒の症状と治療法」 ２３０部
ポスター「農薬危害防止運動」 ５４０部

・農薬危害防止運動研修会
開催日 平成２７年７月８日
場所 古川農業試験場
参加人数 １０９名 農薬危害防止運動ポスター

（農薬使用者，農薬販売者，農薬管理指導士ほか）

（ニ） 牛のトレーサビリティシステムの推進 （施策４）

牛の生産履歴を管理するための個体識別番号耳標の装

着に係る各種変更手続き及び登録エラー解消等の支援を

行った。

(成果)
・個体識別番号耳標の装着により，牛の生産履歴が把
握できる体制が確立されており，国産牛肉の信頼性
確保に努めた。

［参考］本県の飼養頭数 乳用牛２０，４００頭，肉用牛８０，８００頭

（平成２７年２月１日現在，「畜産統計」より）

（ホ） 水産関係の施設等の整備支援（施策５）

東日本大震災により被災した共同利用施設について，国の補助事業を活用し，カキ共同

処理施設荷揚げクレーン，共同作業場，漁具倉庫など３６件の復旧整備に対する支援を行

った。

浄化施設を備えたカキ処理場の復旧の要望は平成２７年度はなかった。（繰り越し分１

件は，平成２７年度中に完成）

耳標を装着した牛

基本計画の大分類－中分類－小分類

１－（１）－イ
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(成果)
・浄化設備等を備えたカキ処理場が復旧したことで，剥きカキの安全・安心が確
保された。

（主な数値目標）

項 目 基準値 実績 目標値
(平成２１年度) (平成２７年度) （平成２７年度)

認定エコファーマー数 ９，２８４人 ５，７６５人 １１，０００人

環境保全型農業取組面積（注) ２７，８９９ ha ２６，５９５ ha ４５，０００ ha

第三者認証ＧＡＰ取得農場数 ６農場 １０農場 ５０農場

耳標の装着率 １００％ １００％ １００％

（注）環境保全型農業取得面積:ＪＡＳ有機農産物及び特別栽培農産物(県認証農産物,環境保全米等)の栽培面積

☆主な関連事業一覧

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち国庫除く］

環境にやさしい農業定着促進 ４，２１６ 特別栽培農産物を県が認証する「みやぎの環境
事業 [４，２１６］ にやさしい農産物認証・表示制度」を運営すると
（農産園芸環境課） ともに，環境と調和した持続性の高い農業に取り

組むエコファーマーの活動を支援した。

生産工程管理推進事業 ４３６ 第三者認証ＧＡＰ取得農場数を増やすため，Ｇ
（農産園芸環境課） [２１７] ＡＰ推進研修会を開催するとともに，ＪＧＡＰ指

導員研修へ派遣し，ＪＧＡＰ指導員３名が技術習
得した。

農薬安全使用指導事業 １，９９３ 安全な農作物生産を推進するため，農薬危害防
（農産園芸環境課） [９９７] 止運動等を通じて農薬の適正使用を推進した。

水産業共同利用施設災害復旧 ９４３，７６９ 被災したに荷揚げクレーン，共同作業場，カキ
整備事業 [１８９，３８３] 処理場の復旧整備に係る補助を実施した。浄化設
（水産業基盤整備課） 備等を備えたカキ処理場の復旧の要望は平成２７

年度中はなかった。（繰り越し分１件は，平成２７
年度中に完成）

導入した荷揚げクレーン 共同作業所

基本計画の大分類－中分類－小分類

１－（１）－イ
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ロ 安全な農水産物生産環境づくり支援

（イ） 病害虫の適正防除及び土づくりの推進（施策６）

指定病害虫や指定外病害虫に関して，定期的な巡回調査を

実施するとともに，防除情報を提供し，県関係機関及び農業者

団体等に対して適切な防除の支援を行った。

また，環境負荷のより少ない病害虫防除を推進するため，難

防除病害虫や薬剤抵抗性を有する病害虫の防除対策を検討し

たほか，炭素貯留の一部となる施肥設計を中心とした環境にや

さしい土づくりを推進した。 注意報第１号

(成果)

・発生予察調査に基づき，発生予報を１６回，特殊報を２回，注意報を３回，防
除情報を９回発表した。

・農作物の安定生産確保するため，的確な防除対策を支援することができた。

（ロ） 土壌環境適正化の推進（施策７）

適正な水管理の徹底を推進し，カドミウム基準値超過米の発生抑制を図ってきたが，

平成２７年度は基準値超過米が新たに２地域で発生が確認された。

また，県の調査やＪＡ等が自主的に行う立毛調査やロット調査への支援と古川農業

試験場での確定分析を行い，基準値を超過した産米について，新たに発生した地域の

超過米を含め市場流通しないよう廃棄処理した。

さらに，米のカドミウム吸収抑制対策として，国が育成したカドミウム低吸収イネ

の現地実証を行った。米以外の畑作物についても新たに基準値の設定が見込まれるこ

とから，濃度の異なるカドミウム含有土壌を用いて畑作物を栽培し，ｐｈ調整による

カドミウム吸収抑制効果を調査した。

(成果)

・平成２８年３月末現在で，食品衛生法のカドミウム含有量の規格基準（０．４

ｐｐｍ）を超過する米穀は，１，２０４袋（３０ｋｇ／袋）発生しており，前
年度（５，８９９袋）を下回った。

・基準値超過が確認された産米は，全て廃棄（焼却等）し，適正に処分を行い，
市場流通させていない。

（ハ） 家畜伝染病の発生予防の徹底（施策８）

家畜伝染病予防法に基づく検査を実施（牛豚鶏延べ３７７，９１６頭）し，家畜伝

染病等の発生予防とまん延防止を図るとともに，慢性疾病発生低減のための検査・指

導を実施した（牛１２戸，豚７戸，鶏５戸）。

(成果)
・家畜伝性病の検査を実施し，患畜の摘発・淘汰により発生予防及びまん延防止
を図るとともに，経済的損失を防ぎ，安全で高品質な畜産物の生産が図られた。

・慢性疾病については，生産性を阻害する疾病群を対象に実施し，慢性疾病発生
と経済的損失の低減が図られた。

基本計画の大分類－中分類－小分類

１－（１）－ロ
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（ニ） 貝毒検査及び生かきのノロウイルス対策の推進（施策９）

貝毒プランクトン観測結果及び二枚貝類等の貝毒検査結果について，関係機関等に

情報提供を行うとともに，毒量が規制値を超えた場合は，出荷自主規制等の適切な措

置を迅速に行った。また，生食用カキについて，漁業協同組合が自主的に実施するノ

ロウイルスの検査強化の取組を支援し，食中毒の未然防止に努めた。

(成果)

・下痢性及びまひ性貝毒の監視・検査により食中毒の未然防止に努めた。

下痢性貝毒検査 １４４回（下痢性貝毒による規制回数 ０回）
まひ性貝毒検査 ３５３回（まひ性貝毒による規制回数 １１回）

プランクトン調査点数 １３点

・ノロウイルス頻発期において，漁業協同組合で自主検査を強化し，陽性となっ
た海域のカキは加熱用として出荷し，食中毒の防止に努めた。

自主検査検体数 １，０２６ うち陽性反応３４

（主な数値目標）

項 目 基準値 実績 目標値
(平成２１年度) (平成２７年度) （平成２７年度)

農作物有害動植物発生予察情 発生予察（予察 発生予察（予察 発生予察（予察
報発行回数 情報）１０回 情報）１６回 情報）１０回

（その他情報等）（その他情報等）（その他情報等）

☆主な関連事業一覧

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち国庫除く］

農作物有害動植物発生予察事 ４，７３３ 主要１０作物に対して，国指定の病害虫４１種，
業 [１５２] 指定外病害虫７０種について発生予察調査を行っ
（農産園芸環境課） た。また，難防除病害虫や薬剤抵抗性を有する病害

虫の防除対策を検討した。

農用地土壌汚染対策推進事業 １８，１２７ カドミウム汚染地域における各種調査，水管理に
（農産園芸環境課） [１８，１２７] よる吸収抑制対策の実施強化を図るとともに，カド

ミウム基準値超過米の廃棄処分を行った。

土壌由来リスク管理事業 ２，６９０ 国が育成したカドミウム低吸収性イネを活用し，
（農産園芸環境課） [９９９] 米への吸収抑制効果を実証するとともに，畑作物に

導入可能なカドミウム吸収抑制技術の検討を行っ
た。また，平成２６年度から古川農業試験場におい
て本県の気象条件に適したカドミウム低吸収性イネ
の育成を開始した。

農産物放射能対策事業 １１，７３１ 農産物（野菜類，米・麦・大豆，そば）の放射性
（農産園芸環境課） ［１１，７３１］ 物質調査，土壌分析に基づく放射性物質吸収要因調

査，検査機器の運営・精度管理を行った。

基本計画の大分類－中分類－小分類

１－（１）－ロ



- 10 -

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち国庫除く］

家畜伝染病予防事業 ３８，０４９ 家畜伝染病予防法に基づき，家畜伝染病，家畜伝
（畜産課） [１９，４４８] 染性疾病の発生予防及びまん延防止を図った。

家畜衛生対策事業 １２，５０３ 家畜の慢性疾病の発生低減のための検査・指導を
（畜産課） [６，７５８] 実施した。

有用貝類毒化監視対策事業 ９，８１８ 食中毒の未然防止のため，県産二枚貝類等の貝毒
（水産業基盤整備課） [４，３６６] 検査を実施するとともに，貝毒プランクトン及びシ

スト調査を実施した。

養殖生産物衛生管理対策事業 ５，０００ ノロウイルスによる食中毒の未然防止を図るた
（水産業基盤整備課） ［５，０００］ め，漁業協同組合が実施した自主的な検査強化対策

を支援した。

基本計画の大分類－中分類－小分類

１－（１）－ロ
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ハ 事業者に対する支援

（イ） 営業者の自主的な衛生管理体制の整備の推進（施策１０）

食品業界全体の衛生レベルの向上を図るため，平成１６年にＨＡＣＣＰの考えを取

り入れた本県独自の衛生管理手法「みやぎ食品衛生自主管理登録・認証制度（みやぎ

ＨＡＣＣＰ）」を制定し，事業者に対し講習会等を開催し，その普及推進に努めた。

近年，ＨＡＣＣＰによる衛生管理手法が国際標準となりつつあること，制度を開始

し１０年を経過したこと，さらに食品衛生法施行条例を改正しＨＡＣＣＰ導入型管理

運営基準を選択できるようになったこと等から，平成２７年１０月に本制度を改正し，

新たな「みやぎ食品衛生自主管理認証制度」とし運用を開始した。平成２８年３月末

現在の認証数は，ステップ１：２１件，ステップ２：２件，ステップ３：２件（合計

２５件）だった。

ステップ１ ステップ２ ステップ３ プレミアム

みやぎ食品衛生自主管理認証制度 認証マーク

(成果)

・ＨＡＣＣＰは国際的に導入されている食品衛生管理手法の一つであり，近年国

際標準となりつつある。震災により施設が被災したため復旧，再建にあたり

ＨＡＣＣＰの手法導入に対する事業者の関心は高く，研修会への参加も多かっ

た。

・県ホームページに「みやぎＨＡＣＣＰ」のバナーを作成し，ＰＲに努めた。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku-k/miyagihaccp.html

※ 改正のポイント：３段階の認証とプレミアム認証

これまで「登録」と「認証」の２段階であったところ，「認証」をステップ１からステップ３までとし，さらに

自主的衛生管理項目を設定し，「プレミアム認証」とした。

※ ステップ１：特定の食品について，微生物学的危害を分析しＨＡＣＣＰの手法に基づく衛生管理を実践

ステップ２：特定の食品について，微生物学的，物理的，化学的危害を分析した衛生管理を実践

ステップ３：すべての食品について，微生物学的，物理的，化学的危害を分析した衛生管理を実践

プレミアム認証：認証ステップ３に加えて，自主的衛生管理項目を実践

（ロ） 中間流通業者，販売店等におけるトレーサビリティシステムの構築（施策１１）

米トレーサビリティ法に基づき，東北農政局と「米穀の流通監視業務に係る国と宮

城県との間の申し合わせ」を取り交わし，連携しながら立入検査等を行った。平成

２７年度の宮城県域事業者に対する立入検査は生産者，小売業者，外食産業等を対象

に３件行い，そのうち産地情報の伝達や取引等の記録の記載漏れがあった２件に対し

て指導を行い改善を図った。

また，生産者等が参加する研修会等の機会を通じてパンフレットの配布を行うなど，

制度の周知徹底及び啓発を図った。

基本計画の大分類－中分類－小分類

１－（１）－ハ
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(成果)

・研修会等におけるパンフレットの配布等により制度の普及啓発が図られた。

・東北農政局と連携して巡回立入調査を行い，産地情報の伝達や取引等の記録の

記載漏れがあった事業者等に対して指導を行い改善が図られた。

巡回立入検査件数 ３件，うち県の指導件数２件

（ハ） 外食産業の事業者の自主的な原材料の原産地表示の取組拡大（施策１２）

県産食材を積極的に利用し，地産地消の推進に取り組んでいる県内の飲食店等を「食

材王国みやぎ地産地消推進店」として登録し，使用する県産食材の産地等をメニュー

で表示するなどの取組を行った。

地産地消推進店 http://www.foodkingdom-miyagi.jp/suisinten/index.html
(成果)

・「食材王国みやぎ地産地消推進店」については，平成２８年３月末現在で

４０５店舗を登録し，県産食材の消費拡大を図った。

平成２７年度末 ４０５店舗（前年度３５２店舗 前年比１１５％）

（主な数値目標）

項 目 基準値 実績 目標値
(平成２１年度) (平成２７年度) （平成２７年度)

みやぎＨＡＣＣＰ研修会の受 ４８人 １０１人 １００人
講者数

☆主な関連事業一覧

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち国庫除く］

みやぎ食品衛生自主管理登録 ７４０ 食品等事業者に対しＨＡＣＣＰの概念を取り入れ
認証制度普及啓発事業 [７４０] た手法による衛生管理を普及・啓発するための研修
（食と暮らしの安全推進課） 会を実施した。

食育・地産地消推進事業 ４，６７６ 食材王国みやぎ地産地消推進店の登録事業の推進
（食産業振興課） ［４，６７６］ や，事業者との協働による地産地消の日の取組推進

等を実施した。

基本計画の大分類－中分類－小分類

１－（１）－ハ
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（２）監視指導及び検査の徹底

イ 生産者に対する安全性の監視及び指導の徹底

（イ） 農薬取締法等に基づく立入検査と監視体制の強化（施策１３）

農薬の販売者及び使用者に対する立入検査を実施した。販売者に対しては，農薬と

他資材との区分，有効期限切れ農薬の適正処分などを指導した。使用者に対しては，

有効期限切れ農薬の適切な処分や保管する際の施錠，生産履歴の記帳等について指導

した。

農薬の適正使用の助言，指導を行う農薬管理指導士の確保のため，新規養成研修会

（１回）と更新研修会（６回）を実施した。

(成果)

・立入検査の実施や農薬管理指導士の養成・更新により，農薬の適正使用への認
識が広まった。

・立入検査により，農薬取締法の違反事例等を是正・指導した。
立入検査数 販売店２９５件，使用者１１０件

・農薬管理指導士 １,２６８人 （前年度１,２５２人 前年比１０１％）

（ロ） 肥料及び飼料の品質及び安全の確保のための検査及び指導の実施（施策１４）

肥料の品質保全及び公正な取引を確保するため，肥料取締法に基づき肥料の生産業

者に対して立入検査を実施し，生産されている肥料の収去・分析を行った。県内の事

業者における無登録肥料の製造・販売の肥料取締法違反が確認されたため，立入検査

・収去検査を行い，廃止届の提出を求めるなど肥料取締法に基づいた指導を実施した。

畜産関係では，飼料安全法に基づき，飼料製造工場及び飼料販売店への立入検査を

５８か所実施した。立入時に収去した飼料の分析検査を３６点実施し，そのうちＢＳＥ

発生防止に係る検査として，牛用飼料への動物由来たんぱく質混入検査を９点実施し

た。また，牛飼養農家６０戸を対象に，ＢＳＥ発生防止に係る飼料規制の指導・調査

を実施した。

水産関係でも，養魚飼料の安全確保のため，飼料製造工場への立入検査及び飼料分

析検査を実施した。

(成果)
（肥料）
・肥料生産業者２９業者へ立入検査を実施し，うち２４点銘柄の収去，分析を実

施した。
・本県へ特殊肥料として届出のある肥料会社製造の銘柄に化学合成成分を含有し，
販売していた肥料取締法違反が１件あった。（本来は，普通肥料として国へ登

録すべきもの）
立入検査：２９事業者 収去検査：２４点

（飼料） ※畜産関係
・立入検査の結果，飼料安全に関わる重大な違反（危害物質の混入，配合飼料の
成分不足等）はなかった。軽微な不適合事例（保証票不備，記載事項不足等）

については，その都度指導し改善を図った。
立入検査：５８か所，収去検査：３６点

基本計画の大分類－中分類－小分類

１－（２）－イ
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(成果)
（飼料） ※水産関係

・飼料製造工場への立入検査及び飼料分析検査を実施した。
立入検査：１１か所，収去検査：１０点

・帳簿の備え付けの違反はなかった。

・全ての収去飼料について，成分等の違反はなかった。

（ハ） 動物用医薬品の流通，販売等に関する指導（施策１５）

動物用医薬品販売業者への立入検査により，動物用医薬品の適正な流通が図られた。

(成果)

・動物用医薬品販売業者への監視指導により，動物用医薬品の適正な流通が図ら
れた。

動物用医薬品等販売業立入検査 １３４件
動物用医薬品等販売業許可・更新等 ４２件

（ニ） 高病原性鳥インフルエンザのモニタリング検査等の実施（施策１６）

定点モニタリング検査として，県内１２か所の

農場において，毎月１回ウイルス分離検査と抗体

検査を実施した。また，強化モニタリング検査と

して，県内で１００羽以上の採卵鶏を飼養する農

場から抽出し，年１回の抗体検査を実施した。

さらに，県内で１００羽以上の鶏等を飼養する

全ての農場から，毎月１回以上１週間の死亡羽数

等について報告を求め，異常の早期発見と通報に

努めるとともに，万が一の発生に備え，高病原性 防疫研修会

鳥インフルエンザ防疫研修会を開催した。

(成果)

・定点モニタリング検査
１２戸（１ ,４４０羽）全て異常なし

・強化モニタリング検査
３０戸（３００羽）全て異常なし

・死亡羽数の報告

１４４戸 高病原性鳥インフルエンザを疑う報告なし

（主な数値目標）

項 目 基準値 実績 目標値
(平成２１年度) (平成２７年度) （平成２７年度)

肥料成分不足・違反点数割合 ３％ ０．１％ ０％

動物用医薬品販売の違反件数 ５件 ６件 ０件

基本計画の大分類－中分類－小分類

１－（２）－イ
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☆主な関連事業一覧

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち国庫除く］

農薬安全使用指導事業 １，９９３ 農薬の適正使用を推進するため，販売者及び使用
（農産園芸環境課） ［９９７］ 者に対する立入検査，農薬管理指導士の育成，更新
（再掲） 研修を実施した。

流通飼料対策事業 １，３０２ 飼料製造・販売事業場への立入検査及び収去飼料
（畜産課） ［１，１３９］ の分析検査を実施した。

養殖衛生管理体制整備事業 １，０３０ 養魚用飼料製造工場への立入検査及び飼料分析検
（水産業基盤整備課） ［６３１］ 査を実施した。
（再掲）

肥料検査取締業務 ４４７ 肥料生産業者への立入検査を実施し，生産されて
（農産園芸環境課） ［４４７］ いる肥料の収去・分析を実施した。

動物用医薬品取締指導事業 ３１７ 動物用医薬品販売業者への立入検査を実施し，適
（畜産課） ［３１７］ 正な流通が図られるよう指導を行った。

家畜伝染病予防事業 ３８，０４９ 家畜伝染予防法に基づき，家畜伝染病，家畜伝染
（畜産課） ［１９，４４８］ 性疾病の発生予防及びまん延防止を図った。
（再掲）

家畜衛生対策事業 １２，５０３ 家畜の慢性疾病の発生低減のための検査・指導を
（畜産課） ［６，７５８］ 実施した。
（再掲）

基本計画の大分類－中分類－小分類

１－（２）－イ
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ロ 事業者に対する安全性の監視及び指導の徹底

（イ） 食品営業施設の監視指導の徹底（施策１７）

飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため，

飲食店及び製造施設等の監視指導を実施した。また，

生食用食肉の規格基準が一部変更され，新たに豚の食肉

の基準が追加されたことにより，取扱施設の監視や県民

に対する啓発を行った。

食中毒予防月間には，チラシを作成し，食中毒予防の

啓発を行うとともに施設の監視指導や衛生講習会を実施

した。

食中毒予防チラシ

(成果)

・飲食店及び食品製造施設等に対する計画的な監視指導や食中毒の予防啓発を行

った結果，事業者の食中毒予防に対する意識が高まるとともに，飲食に起因す
る重大な健康危害の発生を防止した。

施設数２３，０６０施設（重点監視施設４４１施設）

監視延べ件数１７，４６３件（重点監視施設延べ監視件数９５７件）
＊重点監視施設：不良・違反食品の発生や食中毒の多発するおそれのある

業種・広域に流通する食品を製造・加工する業種から保健所（支所）が
指定。

・飲食店及び食品製造施設等に対する監視指導を実施した。

（ロ） 食品検査による安全性の確保（施策１８）

食品の安全を確保するため，輸入食品をはじめ県内に流通する食品の規格基準の検

査，食品中に残留する農薬，重金属等の検査を実施し，飲食に起因する危害防止に努

めた。

・収去検査（細菌検査１,４９６検体，理化学検査２,１９１検体）

・残留農薬等検査（特殊検査２２１検体）

残留農薬検査８２検体，輸入食品１５８検体

また，国の検査通知に基づき，県産農林水産物の放射性物質検査計画を策定し，検

査を実施した。検査計画，検査結果については，県ホームページ（放射能情報サイト

みやぎ）で公表した。

① 県食肉衛生検査所において，県食肉流通公社に出荷された県産牛全頭及び県産

豚等について放射性物質検査を実施し，その検査に要する検査機器の維持管理を

行った。また，県内に流通する加工食品についても放射性物質検査を実施し，安

全性を確認した。

② 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い，県産農林水産物の安全性を確認

するために放射性物質検査を行った。

農産物については，放射性物質濃度のデータを活用し，必要な営農対策等につ

いての検討を行った。

水産物については，水産技術総合センターに設置している精密検査機器，県内

基本計画の大分類－中分類－小分類

１－（２）－ロ
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の主要魚市場等に貸与している簡易測定機器等により，スクリーニング調査等を

実施し，基準値を超える水産物を市場に流通させないよう万全な対策を講じると

ともに，検査結果の迅速な公表を行った。

③ 牛の出荷制限に基づく牛肉の放射性物質検査を全頭実施した。

（仙台市中央卸売市場食肉市場及び県外出荷分）

④ 地方機関に簡易検査機器を配置し，農林産物等の放射性物質に関するモニタ

リング調査を実施した。

(成果)

・検査機器の維持管理等を行い，検査体制の整備について引き続き実施した。

・食品衛生法に基づく規格基準違反または表示違反の疑いのある食品８件につい
て改善指導を行い，健康危害の発生を防止した。

・県食肉衛生検査所に設置している簡易検査機器（ＮａＩシンチレーションスペ
クトロメータ及びＣｓＩシンチレーションスペクトロメータ各１台）について，

検査を実施し，機器の維持管理を行った。当該機器を使用し，出荷された県産

牛全頭，豚，めん山羊について検査を行った結果，基準値を超過したものはな
かった。

・県内に流通する加工食品401件について収去検査を実施した結果，基準値を超

過した食品はなかった。
・ゲルマニウム半導体検出器による県産農林水産物の放射性物質精密検査は，

5,655点，地方機関等に配置した簡易検査機器等により農林産物の簡易検査
27,974点を行い，結果を公表し県民の不安の解消に努めた。

・水産技術総合センター設置している精密検査機器や各市場に貸与している簡易測

定機器等によりスクリーニング検査を実施し，規制値を超えた魚種が市場に流通

しないよう対応するとともに，検査結果を日本国内はもとより，大連・ソウル事

務所のＨＰでも公表し宮城県産水産物の安全性をＰＲした。

【県産農林水産物の放射能測定結果】

（H27.4～H28.3に公表した県実施検査分）
（精密検査）

検査場所 機 器 検査点数 うち基準値超過点数

産業技術総合センター，古 ゲルマニウム 5,655点 42点
川農業試験場，水産技術総 半導体検出器 (0.7%)
合センター，食肉衛生検査
所，民間検査機関等

※県産農林水産物の放射性物質測定は，精密検査と簡易検査を並行して実施しており，

簡易検査においては，国が定める基準値の1/2を超える放射性セシウムが検出され

た場合に，精密検査を行うこととしている。このため，簡易検査を実施した925点

のうち7点が，国の定める基準値の1/2を超えたため精密検査を実施した。

検査場所 機 器 検査点数 うち精密検査実施点数

県合同庁舎，民間検査機関 NａＩシンチレー 27,974点 7点
等 ションスペクト (0.03%）

ロメータ

基本計画の大分類－中分類－小分類

１－（２）－ロ
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基本計画の大分類－中分類－小分類

１－（２）－ロ

・と畜場において実施した放射性物質の全頭検査（２７，０４９頭）の結果

県内外 食肉処理場 検査頭数 うち基準値
の区分 （頭） 超過（頭）
県内 仙台市中央卸売市場食肉市場 15,979 0

県食肉流通公社 1,160 0

県内計 17,139 0

県外 県外計 9,910 0

合 計 27,049 0

（ハ） 安全な魚介類及び食肉を供給するための監視指導（ＢＳＥ対策を含む）の徹底（施策１９）

① カキ処理場等の関係施設について，監視指導を実施した。

・処理場７８施設 延べ監視数１６８件

・袋詰め業者７３施設 延べ監視数１８２件

・入札場３施設 延べ監視数３件

② 成分規格やノロウイルス等の検査を実施した。

・カキ養殖海域の海水検査１１８ポイント，カキ成分規格９０検体，

ノロウイルス１，０２６検体

・ノロウイルスの検査では，３４検体のカキがノロウイルス陽性となった。

③ 安全な食肉を供給するため，と畜場の監視指導及び食肉の検査を実施した。

と畜場の監視指導及び食肉の検査

・と畜場法等に基づくと畜場の監視指導 月１回（重点監視）

・食肉輸送車の監視 全車両

・枝肉等残留抗菌性物質の検査 牛豚等１，２６７頭

・枝肉等細菌検査 牛及び豚 ３２８頭

・腸管出血性大腸菌検査（牛腸内容物） １２０検体

④ 食鳥処理施設の監視指導及び食鳥肉の検査を実施した。

食鳥処理施設の監視指導及び食鳥肉の検査

・食鳥処理場の監視 週１回（重点監視）

・認定小規模食鳥処理場の監視 年１６回

・食鳥肉残留抗菌性物質の検査 ２，１００検体

⑤ ４８か月齢超もしくはＢＳＥの感染が疑われる牛について，ＢＳＥの検査を実

施した。（３３７頭：県食肉衛生検査所実施分）

(成果)

・カキ処理場等カキを取り扱う施設の監視指導，生カキの検査等により，不適
格な食品の流通を防止し，これらに起因する健康危害の発生を防止した。

・と畜場の監視指導及び食肉の検査等により，不適格な食肉の流通を防止し，
これらに起因する健康危害の発生を防止した。
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基本計画の大分類－中分類－小分類

１－（２）－ロ

(成果)
・食鳥処理施設の監視指導及び食鳥肉の検査等により，不適格な食鳥肉の流通

を防止し，これらに起因する健康危害の発生を防止した。

・４８か月齢超の牛全頭について検査を実施し，ＢＳＥに感染していないこと
を確認した。なお，４８か月齢以下の牛で，ＢＳＥ感染を疑う症例はなかっ

た。

（主な数値目標）

項 目 基準値 実績 目標値
(平成２１年度) (平成２７年度) （平成２７年度)

食品営業施設の監視指導率 １００％ １０３．４％ １００％

カキ処理場等の監視指導率 １００％ ９７．０％ １００％

食品検査率 １００％ １０１．８％ １００％

※ 食品衛生監視指導計画に掲げる監視指導又は検査目標数に対し，監視指導を実施した割合を監視指

導率，又は検査を実施した割合を検査率としている。

※ 仙台市は，食品衛生法に基づく仙台市食品衛生監視指導計画を作成し，監視指導に当たっている。

☆主な関連事業一覧

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち国庫除く］

食品営業施設取締指導費 １０，６５１ 飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止する
（食と暮らしの安全推進課） ［１０，６５１］ ため，飲食店及び製造施設等の監視指導を実施し

た。

食中毒防止総合対策事業 ８，１４１ 食中毒による危害の発生を防止するため，啓発
（食と暮らしの安全推進課） ［８，１４１］ 用のチラシを作成・配布するとともに観光地大型

旅館，集団給食施設の監視指導や講習会を実施し
た。

食品検査対策事業 ２０，８８３ 安全で衛生的な食品を供給するため，食品等の
（食と暮らしの安全推進課） ［２０，８８３］ 規格基準，食品に残留する農薬や添加物等の検査

を実施した。

かき処理指導費 ２，９５４ カキによる衛生上の危害の発生を防止するた
（食と暮らしの安全推進課） ［２，９５４］ め，かき処理場等の監視指導及び生食用カキ等の

ノウイルス検査等を実施した。

と畜食肉検査費 ３３，４０９ 安全で衛生的な食肉を供給するため，動物用医
（食と暮らしの安全推進課） [３３，４０９］ 薬品，農薬等の残留に対する検査及び腸管出血性

大腸菌検査等を行った。

食鳥肉検査費 ２，０３８ 安全で衛生的な食鳥肉を供給するため，動物用
（食と暮らしの安全推進課） ［２，０３８］ 医薬品及び農薬等の残留に対する検査等を行っ

た。

ＢＳＥ検査事業 ３，２９０ ４８か月齢超の牛全頭について検査を実施し，
（食と暮らしの安全推進課） ［２，１８８］ ＢＳＥ陰性であることを確認した。
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関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち国庫除く］

放射性物質検査対策事業 ５，６４９ 放射性物質の検査機器を維持・管理し，検査体
（食と暮らしの安全推進課） ［５，６４９］ 制を整備した。県食肉衛生検査所で検査される県

産牛全頭及び豚等について放射性物質検査を実施
した。県内に流通する加工食品について収去検査
等を実施した。

肉用牛出荷円滑化推進事業 ９５，３１９ 県産牛全頭の放射性物質検査及び廃用牛の生体
（畜産課） ［９５，３１９］ 放射性物質検査を行った。

農産物放射能対策事業 １１，７３１ 農産物（野菜類，米・麦・大豆，そば）の放射
（農産園芸環境課）（再掲） ［１１，７３１］ 性物質調査，土壌分析に基づく放射性物質吸収要

因調査，検査機器の運営・精度管理を行った。

水産物安全確保対策事業 ６，３０８ 県産水産物の安全性を確認して風評被害を防止
（水産業振興課） ［ ６，３０８］ するため，水産物の放射性物質濃度のモニタリン

グ調査を実施した。

水産物放射能対策事業 ２，４３０ 放射能に係る水産物の安全性を確認するため，
（水産業振興課） ［２，４３０］ 出荷制限魚種等の入手困難なサンプル検体を漁業

調査指導船により確保し検査を実施した。

農林水産物放射性物質対策事 ４，２８３ 原子力災害対策特別措置法第２０条の規定に基
業 ［４，２８３］ づき，県産農林水産畜産物の放射性物質検査を実
（食産業振興課） 施した。

基本計画の大分類－中分類－小分類

１－（２）－ロ
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ハ 食品表示の適正化の推進

（イ） 適正な食品表示を確保するための監視指導の実施（施策２０）

県内７保健所２支所に「食の１１０番」を設置し，消費者の食品衛生に関する不安

や疑問及び食品衛生法や食品表示法に関する相談を受け付けた。また，食品衛生に関

する食品表示の監視指導を実施し，賞味期限表示が不適切な事業者に対し，食品表示

法に基づく指示・公表を１件行った。また，その後の調査でアレルゲン表示の欠落が

あったことから，当該事業者に対して回収を命令した。

さらに，国及び県に設置している「食品表示１１０番」等に寄せられた情報等に基

づき，関係機関と連携し，「食品表示法」又は「不当景品類及び不当表示防止法」（景

品表示法）に基づく調査を実施し，事業者に対する指導を行った。

遺伝子組換え食品の検査については，外部検査機関に検査を委託し実施した（米加

工品１０検体）。

うどん，クッキー等の食品について，アレルギー物質の表示が適正であるか検査し

た（インスタント食品，クッキー・ビスケット，食肉製品，魚肉ねり製品４０検体）。

宮城県産生かき適正表示協会会員に対し，輸入生かき偽装防止特別監視員（オイス

ターＧメン）による監視指導を実施して調査結果をホームページで公開し，輸入生カ

キの混入（偽装）防止と宮城県産生かきの信頼性向上に努めた。

食品表示法及び健康増進法の規定により，栄養成分表示や健康の保持増進効果等に

関する誇大広告の禁止等について，関連事業者に対する相談，指導を行い，食品表示

の適正化を図った。

(成果)
・「食の１１０番」に寄せられた相談件数は７０２件で，うち食品の表示に関す

る相談は７７件だった。
・「食品表示１１０番」等への情報提供等に基づく調査を２６件（前年度３８件）
を行い，改善が図られた。

・遺伝子組換え食品及びアレルギー物質の検査を５０件実施し，全て表示が適正
であることを確認した。

・宮城県産生かき適正表示協会会員のうち１２事業者を対象にオイスターＧメン
による調査をした結果，いずれも偽装・混入は確認されず，宮城県産生かきの
信頼性の確保が図られた。

・栄養成分表示に関する相談・指導件数は，相談１００件，指導８件，虚偽誇大
広告等の禁止に関するものは相談９件，指導３件であった。

（ロ） ウォッチャーによるモニタリング調査の実施及び事後指導の強化（施策２１）

食品表示ウォッチャーとして，みやぎ食の安全安心消費者モニターから１００人を

委嘱し，５月に「食品表示ウォッチャー業務説明会」を開催して食品表示に係る知識

の習得を図るとともに，小売店での食品表示法に基づく食品表示モニタリング調査（平

成２７年６月から平成２７年１２月，毎月２店舗，各５品目）を実施し，その報告を

受け，調査・指導を実施した。

また，食品表示ウォッチャーに対して「食品表示ウォッチャー便り」を発行（３月）

し，食品表示に関して十分な理解が得られるよう支援するとともに調査結果を食品表

示ウォッチャーに報告した。

特に，平成２７年４月に食品表示法が施行されたことから，説明会においては同法

基本計画の大分類－中分類－小分類

１－（２）－ハ



- 22 -

の概要を含めた形での研修会を行った。

(成果)
・食品表示ウォッチャーにより，延べ１，２６５店舗のモニタリングを実施し，
２４店舗について，不適の疑いありとの報告がなされた。これに基づき，２３
店舗について，調査を行い必要な改善指導を行った。

（ハ） 食品表示に関する研修会（消費者・事業者）等の充実（施策２２）

事業者に対して出前講座や研修会等を通じ，食品表示制度等の啓発に努めたほか，

食品製造業者や消費者からの相談に応じ，適正表示の普及と指導に努めた。

平成２７年４月に施行された食品表示法について，事業者に対する説明会等の開催

や県ホームページにより周知を図った。

食品表示法事業者向け説明会（大崎会場）

(成果)
・「食品表示１１０番」への消費者や事業者からの相談が３４７件（前年度
２２５件）あり，適正表示の普及と指導に努めた。

・栄養成分表示に関する相談・指導は相談１００件，指導８件，虚偽誇大広告等
の禁止に関する相談・指導は，相談９件，指導３件であった。

・食品表示法及び景品表示法に基づく食品表示制度に関する正しい知識の普及を
進めることにより，食品表示制度への理解と事業者による適正な食品表示の実
施が図られた。
１５回開催 延べ１，３４０名（前年度８回開催，延べ３６８名）

・研修会やホームページ等により，食品表示について広く一般県民へ周知した。
・県内７圏域で食品表示法（品質事項，衛生事項，保健事項）に関する説明会の
開催を通し，法の趣旨や旧法との相違点などについて県内の多くの関連事業者
等に普及啓発を図った。

・各保健所において，食品関連事業者や県民に対して情報提供等を行い，普及啓
発を図った。

食品表示ウォッチャー業務説明会

基本計画の大分類－中分類－小分類

１－（２）－ハ
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基本計画の大分類－中分類－小分類

１－（２）－ハ

（主な数値目標）

項 目 基準値 実績 目標値
(平成２１年度) (平成２７年度) （平成２７年度)

食品表示適正店舗数の割合 ９７.２％ ９８．１％ ９９％
（注）

食品表示に関する研修会（消 １５回 １５回 ２０回
費者及び事業者を対象とした
ものに限る。）

（注）ウォッチャーが行ったモニタリング調査店舗数に占める適正な食品表示を行っている店舗の割合。

☆主な関連事業一覧

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち国庫除く］

食の１１０番 ０ 県内７保健所２支所に「食の１１０番」を設
（食と暮らしの安全推進課） ［０］ 置し，消費者の食品衛生に関する不安や疑問及

び食品衛生法に関する相談を受け付け，相談者
へ正しい情報の提供，法令違反・疑義情報に対
する指導等を行った。

食品検査対策事業 ２０，８８３ 遺伝子組換え食品検査（米加工品１０検体）
（食と暮らしの安全推進課） [２０，８８３] を外部検査機関に委託し実施した。
（再掲） クッキー・ビスケット，食肉製品，インスタ

ント食品，うどん，魚肉ねり製品について，食
品中のアレルギー物質の検査を行った。

食品表示適正化事業 ８６８ ・食品表示制度普及啓発事業
（食と暮らしの安全推進課） ［８６８］ 食品表示法に係る食品表示制度に関する相談

業務や研修会等による普及啓発を実施した。特
に法律施行初年度のため，事業者向け説明会等
法律の周知を行った。

・食品表示監視指導事業
食品表示１１０番等の情報に基づく事業者に
対する調査指導等を実施した。

・食品表示ウォッチャー事業
食品表示ウォッチャーの委嘱と小売店に対す
るモニタリング調査を実施した。

食品表示の適正化指導(栄養成分 ３８１ 食品表示法及び健康増進法に基づく表示の適
表示，虚偽誇大広告等の禁止） ［３８１］ 正化に関する普及啓発及び指導・相談等を実施
（健康推進課） した。
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２ 食の安全安心に係る信頼関係の確立

（１）情報共有及び相互理解の促進

イ 情報の収集，分析及び公開

（イ） 県民の意向の把握及び分かりやすい情報の迅速な提供（施策２３）

食の安全安心に対する意識を把握するため，

みやぎ食の安全安心消費者モニターを対象とし

たアンケートを実施したほか，セミナー及び研

修会等の各種催事を開催し，意見交換等を通し

て県民の意見の収集に努めた。

また，県のホームページで食の安全安心に関

する情報提供を行ったほか，食の安全安心確保

対策に取り組む「みやぎ食の安全安心取組宣言

者」の検索及び公開を行えるよう，検索サイト

の管理・運営を行った。

食に関する情報やイベントの開催について，

「食材王国みやぎ」ウェブサイトにおいて情報 食材王国みやぎトップページ

提供を行った。

(成果)

・「みやぎ食の安全安心」サイトトップページへのアクセス件数は，９，４８５件

（前年１０，１９１件）であった。

・県からの情報提供が「十分」・「おおむね十分」と感じる消費者モニターの割合

は，前年度より０．６％上昇し３７.８％となった。
・「食材王国みやぎ」ウェブサイトのコンテンツ追加や情報更新により，新鮮な

情報の提供に努め，効果的に食に関する情報発信を行うことができた。

・「食材王国みやぎ」 http://www.foodkingdom-miyagi.jp/index.html
ウェブサイトアクセス件数 ４３４，８７４件（前年比１０６％）

・食の安全安心の確保に関する基本的な計画（第３期）に関するパブリックコメ

ントを実施し，個人からは８人，３３件，団体からは３団体１８件の計５１件

意見をいただいた。

（ロ） 監視指導及び検査結果の適時かつ適切な公表（施策２４）

宮城県食品衛生監視指導計画に基づく監視指導結果及び検査結果について取りまと

め，県ホームページ（食と暮らしの安全推進課食品衛生関係統計資料）に公表した。

(成果)

・監視指導計画策定にあたり，広く県民の意見を収集するため，パブリックコメ

ントを実施し，４２件の意見をいただいた。

・監視結果について，４半期毎のその結果を県ホームページに掲載した。

基本計画の大分類－中分類－小分類

２－（１）－イ

http://www.foodkingdom-miyagi.jp/index.html
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（主な数値目標）

項 目 基準値 実績 目標値
(平成２１年度) (平成２７年度) （平成２７年度)

県からの情報提供が十分・ ２７.４％ ３７．８％ ７０％
おおむね十分と感じる消費 （平成２２年度消

者モニターの割合 費者モニターアン

ケート調査結果）

☆主な関連事業一覧

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち国庫除く］

みやぎ食の安全安心取組宣言 ７８１ 「みやぎ食の安全安心取組宣言者」の検索及び公
事業 ［７８１］ 開を図るとともに食の安全安心に係る情報をホーム
（食と暮らしの安全推進課） ページ等で公開した。

地域イメージ確立推進事業 ２，３５０ 「食材王国みやぎ」ウェブサイトの運用により県
（うち「食材王国みやぎ」情 ［２，３５０］ 内の食に関する情報提供やイベントのＰＲを行っ
報発信事業） た。
（食産業振興課）

食品営業施設取締指導費 １０，６５１ 飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するた
（食と暮らしの安全推進課） ［１０，６５１］ め，飲食店及び製造施設等の監視指導を実施した。
（再掲）

食品検査対策事業 ２０，８８３ 安全で衛生的な食品を供給するため，食品等の規
（食と暮らしの安全推進課） ［２０，８３３］ 格基準，食品に残留する農薬や添加物等の検査を実
（再掲） 施した。

基本計画の大分類－中分類－小分類

２－（１）－イ
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ロ 生産者・事業者及び消費者との相互理解の促進

（イ） 消費者と生産者・事業者との相互理解の推進（施策２５）

県内９か所の農業改良普及センター及び農業振興課に設置した「地域の食と農の相

談窓口」において，消費者等から６３件の相談に対応した。また，ホームページを活

用しながら，農業の生産現場に関する情報発信を行った。

また，食の安全安心セミナー（仙台）及び地域に密着した地方懇談会の開催により，

消費者・事業者，行政が相互理解を深めた。

(成果)
・「地域の食と農の相談窓口」による消費者等からの個別相談への対応とホーム
ページによる農業の生産現場についての情報発信を行い，県産食材や農業者の
活動への理解が深まった。
相談件数６３件（前年度６４件）
ホームページによる情報発信 年１２回

・食の安全安心セミナー（仙台）
食品中の放射性物質に対する現状と取組について（２月，７５人）

・地方懇談会
１０回（４３９人）
大河原１回，仙台２回，大崎１回，栗原３回，登米１回，気仙沼２回

（ロ） 関係団体等との連携・協働の推進（施策２６）

食育・地産地消の実践的な取組に対する支援民間企業等と連携した地産地消のＰＲ

を行ったほか，食材王国みやぎ「伝え人」の活動促進，高校生を対象とした地産地消

お弁当コンテストを開催した。

(成果)
・民間企業等と連携した地産地消のＰＲや高校生地
産地消お弁当コンテストの開催を通じて地産地消
の取組を推進し，県産食材への一層の理解が図ら
れた。
高校生地産地消お弁当コンテスト
応募数１９校，９５件
（前年度２７校，１３７件） お弁当コンテスト

食材王国みやぎ「伝え人」派遣
８３９回（前年度４０６回）

（ハ） 「地産地消」の推進及び生産・消費の相互交流の充実（施策２７）

学校給食への県産食材利用拡大を推進するため，モデル地域を選定し，県産野菜に

一次加工を施した学校給食素材の企画・製造から給食調理施設への配送までを一貫し

て行い，課題等について検証を行った。

また，１１月を「すくすくみやぎっ子 みやぎのふるさと食材月間」とし，学校給

食における県産食材の利用拡大を図るとともに関係部局が連携を図り，県産野菜等の

利用品目割合調査結果や学校給食食材の放射性物質検査等について情報共有しながら，

学校給食における県産食材の利用拡大に努めた。

基本計画の大分類－中分類－小分類

２－（１）－ロ
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(成果)
・関係部局が連携し，県産食材利用拡大の普及啓発や放射能検査結果に基づく安
全性の確認・提示に継続的に取り組んだことにより，関係者の関心は高まり，
理解も進みつつある。

・学校給食における県産野菜等の利用品目割合は，前年に比べて微減の２６．８
％となったが，震災後低迷していた状況から回復傾向にある。

（主な数値目標）

項 目 基準値 実績 目標値
(平成２１年度) (平成２７年度) （平成２７年度)

「地域の食と農の相談窓口」 １３３件 ６３件 １５０件
相談件数

学校給食の地場野菜等の利 ３０.８％ ２６．８％ ３３.６％
用品目の割合

☆主な関連事業一覧

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち国庫除く］

食の安全安心相互交流理解度 １１１ 食の安全安心セミナー及び県内の地方単位で食の
アップ事業 ［１１１］ 安全安心に関する地方懇談会等を開催した。
（食と暮らしの安全推進課）

地域の食と農の相談窓口 ０ 県内９ヶ所の農業改良普及センター及び農業振興
（農業振興課） ［０］ 課に「地域の食と農の相談窓口」を設置し，消費者

等の食と農に関する相談に対応した。

食育・地産地消推進事業 ４，６７６ 民間企業等と連携した地産地消のＰＲのほか，食
（食産業振興課） ［４，６７６］ 材王国みやぎ「伝え人」や高校生地産地消お弁当コ
（再掲） ンテスト等若い世代の食育・地産地消意識を醸成す

る取組等を行った。

学校給食における県産食材利 １，０７４ 県産野菜に一次加工を施した学校給食素材の企画
用推進事業 [１，０７４] ・製造及び実用化に向けた課題の検証を行った。
（農産園芸環境課） 「すくすくみやぎっ子 みやぎのふるさと食材月

間」食材月間における普及啓発を実施した。

基本計画の大分類－中分類－小分類

２－（１）－ロ
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（２）県民参加

イ 県民総参加運動の展開

「みやぎ食の安全安心県民総参加運動」ロゴマーク

（イ） 県民が参加する消費者モニター制度の推進（施策２８）

県のホームページや広報紙やラジオ等の各種情報媒体のほか，多くの人が来場する

「みやぎまるごとフェスティバル」をはじめとする内外の集客行事における募集活動，

大学との連携等により，みやぎ食の安全安心消費者モニターの募集を行い，消費者へ

の周知に努めた。

また，モニターのステップアップのため，１１月に「食品工場見学会」と「生産者

との交流会」を実施したほか，１月には，「食品添加物の役割と安全性」をテーマに

研修会を開催した。

そのほか，施策の参考とするため，モニターへの新規登録時のほか６月に全モニタ

ーを対象にアンケートを実施し，「食の安全安心」及び「食と放射性物質」に対する

意識や意見の把握に努めた。また，モニターだよりを３回（６月，１０月，１２月）

発行し，食の安全安心に関する情報提供を行った。

生産者との交流会（菌床しいたけ）

モニター研修会

食品工場見学会

県民ロビーコンサート

基本計画の大分類－中分類－小分類

２－（２）－イ
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(成果)
・消費者モニターの１年間の新規登録が８８人，抹消が２４人であり，平成２７
年度中に登録者数は６４人増加し，９１３人（平成２８年３月末）となった。

・セミナー及び研修会における消費者モニターの参加者数は，昨年度より１８人
減少し５８人であった。

・消費者モニターの活動（参加）率は，４９．２％であった。

（ロ） 生産者・事業者の取組のための自主基準の作成・公開の支援 （施策２９）

生産者及び事業者が日頃行っている食の安全安心に関する取組について，自主基準

の作成を支援したほか，取組宣言者を検索し名称や自主基準等の取組内容をホームペ

ージ上で閲覧できる「みやぎ食の安全安心取組宣言者検索」サイトの管理・運営を行

い，取組を支援した。

また，当制度やロゴマークに対する消費者の認知度向上に向け，「みやぎまるごと

フェスティバル」や内外の集客行事で事業広報を行った。

(成果)
・みやぎ食の安全安心取組宣言者（事業者）は，平成２７年度中に３７者の新規
登録がある一方，廃業等に伴う抹消が８１者あったため，２，９４８者（平成
２８年３月末現在）となった。

（ハ） 知識習得のための各種講習会・みやぎ出前講座等の開催及び普及啓発（施策３０）

食の安全安心に関する知識習得の機会を提供するため，食の安全安心セミナーや地

方懇談会を開催した。また，要請に応じて，出前講座の開催や研修会への講師派遣を

行い，知識のレベルアップに努めた。

みやぎまるごとフェスティバル

みやぎ食の安全安心取組宣言者コーナー

みやぎ食の安全安心取組宣言ロゴマーク

みやぎまるごとフェスティバル

ロゴマークの塗り絵コーナー

基本計画の大分類－中分類－小分類

２－（２）－イ
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食の安全安心セミナー（仙台会場） 食の安全安心セミナー（大崎会場）

(成果)

・食の安全安心セミナー及び地域に密着した地方懇談会の開催等により，食の安
全安心に関する知識の習得が図られた。

・食の安全安心セミナー
３回（大河原１回，仙台１回，大崎１回） 延べ１４０人
仙台会場 食品中の放射性物質に対する現状と取組
大河原会場 食品中に含まれるトランス脂肪酸と食品表示法の２テーマ
大崎会場 農薬の安全性と食品表示法の２テーマ

・食品工場見学会，生産者との交流会 １回 ３９人
・消費者モニター研修会 １回 ４２人
・地方懇談会

１０回（大河原１回，仙台２回，大崎１回，栗原３回，登米１回，気仙沼２回） ４３９人
大河原 仙南地域認定者農業者ネットワーク研修会 ６９人
仙台 体験イベント「仙台井土ねぎまつり」

地域農産物を活用した商品開発連携会議 ３９人
大崎 体験イベント「親子でいっしょに農業体験&食育体験」１７８人
栗原 りんご防除担当者会議 １６人

放射性物質汚染に関する関係機関連携会議 ３１人
たけのこ出荷制限解除に向けた生産者説明会 ２４人

登米 園芸特産振興研修会 ４７人
気仙沼 地域食材クッキング体験（南三陸町） １２人

地域食材クッキング体験（気仙沼市） ２３人
・食品表示に関する出前講座（生産者・事業者対象）

６回 延べ３７４人（前年度８回開催，延べ３６８人）

（主な数値目標）

項 目 基準値 実績 目標値
(平成２１年度) (平成２７年度) （平成２７年度)

食の安全安心取組宣言者数 ３,３２０者 ２，９４８者 ３,５００者

消費者モニターの活動（参加） ６４％ ４９．２％ ８０％
率

各種講習会の参加者数 ７９９人 １，０３４人 １,０００人

基本計画の大分類－中分類－小分類

２－（２）－イ
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☆主な関連事業一覧

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち国庫除く］

みやぎ食の安全安心消費者モ ３９９ みやぎ食の安全安心消費者モニター制度のＰＲ並
ニター制度事業 ［３９９］ びに募集及び登録を推進するとともに，アンケート
（食と暮らしの安全推進課） 調査及び各種研修会等を実施した。
（再掲）

みやぎ食の安全安心取組宣言 ７８１ 生産者及び事業者による自主基準の作成・公開を
事業 ［７８１］ 支援した。
（食と暮らしの安全推進課）
（再掲）

みやぎ出前講座 ０ 食品表示について県民の理解と関心を深めるた
（食と暮らしの安全推進課） ［０］ め，職員が集会等に赴き出前講座を実施した。

基本計画の大分類－中分類－小分類

２－（２）－イ
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ロ 県民の意見の食の安全安心の確保に関する施策への反映

（イ） 県民の意見の把握（施策３１）

食の安全安心消費者モニターを対象にしたアンケート調査や研修会，食の安全安心

セミナーにおける意見交換やアンケート，地方懇談会やみやぎ食の安全安心推進会議

の開催，みやぎまるごとフェスティバルにおけるアンケート，「食の安全安心の確保

に関する基本的な計画（第３期）」や「宮城県食品衛生監視指導計画」策定時のパブ

リックコメント等により，広く県民の意見を把握した。

(成果)

・様々な機会を活用して県民の意見を把握し，食の安全安心の確保に関する各種

施策に反映させることができた。

食の安全安心消費者モニターアンケート ４２０人（回収率４９．２％）

食の安全安心セミナー ３回 １４０人（大河原，大崎，仙台で各１回）

地方懇談会 １０回 ４３９人

（大河原１回，仙台２回，大崎１回，栗原３回，登米１回，気仙沼２回）

みやぎ食の安全安心推進会議 ４回

（ロ） 食の安全安心に関する相談窓口（食品表示に関する相談窓口を含む）の充実（施策３２）

食品衛生に関する不安，食品の表示に関する疑問や質問等，県民が気軽に食の安全

安心に関する相談ができるよう，食と暮らしの安全推進課に「食の安全安心に関する

相談窓口」及び「食品表示１１０番」を，県内各保健所に「食の１１０番」を設置す

るとともに，相談窓口一覧を「みやぎ食の安全安心」ホームページやリーフレット等

に記載し，消費者・事業者に対する広報に努めた。

消費者等から寄せられた食品表示等に関する法令違反疑義情報については，迅速に

調査及び指導等を実施した。また，事業者からの表示相談に対しても関係法令に基づ

く食品表示について適切な助言を行った。

(成果)

・相談等件数は以下のとおりで，県民の不安，質問等に対応した。また，疑義情

報については関係法令に基づき適切に対応した。

食の１１０番 ７０２件（前年度３６０件）※

食品表示１１０番 ４１０件（前年度３４３件）

※国のガイドライン変更により，平成２７年度から，事業者からの報告を食の

１１０番に計上したため。

項 目 基準値 実績 目標値
(平成２１年度) (平成２７年度) （平成２７年度)

地方懇談会の開催 １６回 １０回 １４回

基本計画の大分類－中分類－小分類

２－（２）－ロ
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☆主な関連事業一覧

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち国庫を除く］

食の安全安心相互交流理解度 １１１ 食の安全安心セミナー及び県内の地方単位
アップ事業 ［１１１］ で，食の安全安心に関するテーマで地方懇談会
（食と暮らしの安全推進課） を開催した。
（再掲）

食の１１０番 ０ 県内７保健所２支所に「食の１１０番」を設
（食と暮らしの安全推進課） ［０］ 置し，消費者の食品衛生に関する不安や疑問及
（再掲） び食品衛生法に関する相談を受け付け，相談者

へ正しい情報の提供，法令違反・疑義情報に対
する指導等を行った。

食品表示適正化事業 ８６８ 食品表示１１０番等の情報に基づく事業者に
（食と暮らしの安全推進課） ［８６８］ 対する調査指導等を実施した。
（再掲）

基本計画の大分類－中分類－小分類

２－（２）－ロ
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３ 食の安全安心を支える体制の整備

（１）体制整備及び関係機関等との連携強化

イ 食の安全安心対策本部による危機管理及び総合的な対策の推進（施策３３）

食に対する安全安心の施策を総合的に推進するため，宮城県食の安全安心対策本部を

設置している。平成２７年度は，食の安全安心の確保に関する基本的な計画に基づく施

策の実施状況の議会報告や県民への公表に向けて，８月に対策本部会議を開催し，基本

計画に基づく施策の実施状況について協議を行った。

また，同基本計画（第２期）が満了を迎えることから，みやぎ食の安全安心推進会議

の審議やパブリックコメントを経て策定した基本計画（第３期）案について，県議会提

案前の１月に対策本部会議で協議の上，県議会に提案し，議決を経て計画を公表した。

(成果)
・基本計画に基づく各種施策を総合的かつ計画的に推進し，基本計画に基づく施策
の実施状況を県議会に報告するとともに，県ホームページで公表した。

・平成２８年度から３２年度までの５年間を計画期間とする第３期基本計画の策定
作業を行い，県議会の議決を経て公表した。

ロ みやぎ食の危機管理基本マニュアル等（個別のマニュアルを含む）による迅速な対応

（施策３４）

県庁関係課に食の安全安心推進員，地方機関に食の安全安心担当を引き続き配置し，

部局横断的に情報の収集・共有化及び食の危機の未然防止に努めた。

また，みやぎ食の危機管理基本マニュアル及び関係各課において作成している個別の

対応マニュアルに基づく事案のほか，東京電力福島第一原子力発電所事故への対策など

食品の安全安心確保の情報の共有化を図り，食の安全安心の確保に対する危機に備えた。

(成果)
・食の危機管理対応チーム定例会議(毎月１回）を開催し，各課で所管している個別
の対応マニュアルによる事案及び東京電力福島第一原子力発電所事故に対する放
射性物質測定結果に基づく対応等について情報共有に努め，必要な意見交換を行
った。

ハ 食の安全に関する調査・研究の充実（施策３５）

保健環境センターにおいて，ヒスタミンによる食中毒の原因究明を迅速に分析するた

め，液体クロマトグラフ／タンデム型四重極質量分析計を用いたヒスタミンの迅速かつ

簡便な分析法を開発し，本手法を用いて，県内で製造・流通している魚介類加工品のヒ

スタミン汚染について調査した。

また，アイスクリームの基準違反が見られたことから，保健所・支所と協力し，アイ

スクリームの細菌検査等について実施し，今後の指導の一助とした。

基本計画の大分類－中分類－小分類

３－（１）－イ～ニ
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(成果)
・ヒスタミンによる食中毒の原因究明を迅速に分析するため，液体クロマトグラフ
／タンデム型四重極質量分析計を用いたヒスタミンの分析法を開発し，迅速かつ
簡便な分析が実施できるようになった。本手法を用いて，３６検体の魚介類加工
品を調査した結果，１８検体からヒスタミンなどのアミン類が検出されたが，全
て定量下限未満であった。

ニ 国，都道府県，市町村との連携（施策３６）

厚生労働省等から適宜違反食品等に係る情報の提供を受けるとともに，検疫所におけ

る輸入食品等の検査結果についての情報を入手するなどして，輸入食品に関する情報収

集に努めた。また，北海道・東北ブロック食品衛生担当者会議や国が主催する研修会等

に参加し，各機関との連携を図った。

食品表示の適正化に向けては，国（東北農政局）と「食品表示１１０番」に関する情

報交換会を毎月１回開催するなど連携を図り，疑義情報へ迅速に対応した。

また，宮城県食品表示監視協議会（事務局：東北農政局）の構成員として関係機関と

の情報の共有，意見交換を図った。

(成果)

・国，都道府県，市町村等の連携による食の安全確保対策の推進が図られるととも

に，関係各省庁のホームページ等により適時に情報の提供が行われた。

全国食品安全自治ネットワーク １回

食品表示１１０番情報交換会 １２回

宮城県食品表示監視協議会 ２回

宮城県食品表示監視業務担当者法令研修会 １回

☆主な関連事業一覧

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち国庫除く］

みやぎ食の安全安心推進会議 ５９９ 「みやぎ食の安全安心推進条例」，「食の安全安心
開催事業 ［５９９］ の確保に関する基本計画」及び「基本計画に基づく
（食と暮らしの安全推進課） 施策の実施状況」について，ホームページにより普
（再掲） 及啓発を図った。

食品検査対策事業 ２０，８８３ 安全で衛生的な食品を供給するため，食品等の規
（食と暮らしの安全推進課） ［２０，８３３］ 格基準，食品に残留する農薬や添加物等の検査を実
（再掲） 施した。

食品営業施設取締指導費 １０，６５１ 飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するた
（食と暮らしの安全推進課） [１０，６５１] め，飲食店及び製造施設等の監視指導を実施した。
（再掲）

基本計画の大分類－中分類－小分類

３－（１）－イ～ニ
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（２）みやぎ食の安全安心推進会議（施策３７）

食の安全安心の確保を図るため，条例により，学識経験者，消費者代表及び生産者・

事業者代表で構成する「みやぎ食の安全安心推進会議」を設置している。平成２７年度

は推進会議を４回開催し，食の安全安心確保に関して審議を行ったほか，「食の安全安

心の確保に関する基本的な計画（第２期）」に基づく施策の実施状況について評価を受

けるとともに意見や提言を広く聴取し，各種施策に反映させた。

また，第２期基本計画が平成２７年度で終期を迎えることから，平成２７年２月に諮

問した第３期基本計画について，審議を経て，１１月に答申を受けた。

みやぎ食の安全安心推進会議 小金澤会長から佐野環境生活部長へ答申

会議の開催状況 会議の開催状況
期 日 検討内容等 委 員 数
第１回 ○食の安全安心に関する施策の実施状況について １６人
H27.6.3 ・平成２６年度「食の安全安心の確保に関する基本的な ＜構成内訳＞

計画（第２期）｣に基づく施策の実施状況（案）等に 消費者代表 ５人

ついて (うち公募委員 ２人)

・平成２６年度「食の安全安心の確保に関する基本的な 生産者･事業者代表 ７人

計画（第２期）」に基づく施策の実施状況（案）に係 学識経験者 ４人

る評価について
○「食の安全安心の確保に関する基本的な計画（第３
期）」について

・委員からの御意見に対する県の考え方
・「食の安全安心の確保に関する基本的な計画（第３
期）」中間案

○みやぎ食の安全安心県民総参加運動について
□宮城県環境行政の概要について

第２回 ○食の安全安心に関する施策の実施状況について 同上
H27.8.7 ・平成２６年度「食の安全安心の確保に関する基本的な

計画（第２期）」に基づく施策の実施状況（案）に係
る評価について

○「食の安全安心の確保に関する基本的な計画（第３
期）」中間案（修正案）について

○みやぎ食の安全安心県民総参加運動について
●みやぎ食の安全安心消費者モニターアンケート結果に
ついて

□食品に係る放射性物質検査結果について

基本計画の大分類－中分類

３－（２）
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期 日 検討内容等 委 員 数
第３回 ○「食の安全安心の確保に関する基本的な計画（第３ １６人
H27.11.25 期）」案について ＜構成内訳＞

●みやぎ食の安全安心県民総参加運動について 消費者代表 ５人

●食品に係る放射性物質検査結果について (うち公募委員 ２人)

□平成２６年度「食の安全安心の確保に関する基本的な 生産者･事業者代表 ７人

計画（第２期）」に基づく施策の実施状況について 学識経験者 ４人

□みやぎ食品衛生自主管理認証制度要綱の改正について
□肥料に関する成分偽装問題について
□賞味期限不適正表示に対する食品表示法に基づく指示
について

第４回 ○平成２８年度宮城県食品衛生監視指導計画（案）につ 同上
H28.2.8 いて

●みやぎ食の安全安心県民総参加運動について
●食品に係る放射性物質検査結果について
●平成２８年度みやぎ食の安全安心推進会議のスケジュ
ールについて

□栗原市（旧若柳町）におけるカドミウム基準値超過米
の発生について

□県内事業者に対する食品表示法に基づく措置について
□廃棄物処理業者による廃棄食品の転売問題について

※ ○議題 ●報告 □その他

(成果)

・本県の食の安全安心の確保に関する県の施策に，みやぎ食の安全安心推進会議
の幅広い意見や提言を反映することができた。

・第３期基本計画の審議を３回（平成２６年度から通算４回）行い，答申した。

☆主な関連事業一覧

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち国庫除く］

みやぎ食の安全安心推進会議 ５９９ 「みやぎ食の安全安心推進条例」第１５条に基
開催事業 ［５９９］ づき，知事の諮問に応じて食の安全安心の確保に
（食と暮らしの安全推進課） 関する重要事項を調査審議した。また，食の安全
（再掲） 安心に関する情報及び意見の交換を行うととも

に，県の施策に関する評価を行った。

基本計画の大分類－中分類

３－（２）
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４ 食品に係る放射能対策

イ 食品の放射性物質検査

厚生労働省食品安全部長通知「検査計画，出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」

に基づき県内で生産される農産物，林産物，畜産物，水産物，野生鳥獣，及び県内で販売され

る食品について「農畜水産物等の放射性物質検査計画」を定め安全が確認された食品の流通

に努めた。

農林畜水産物は出荷前に検査し，基準値超過時は自粛を要請し市場に流通させないように

した。県内に流通する加工食品についても放射性物質検査を実施し，安全性を確認した。

（１）出荷前検査

（イ） 農産物

主要県産農産物について放射性物質検査を実施した。

○検査対象 野菜類，果実類，穀類（米，麦類，大豆，そば），茶

○検査機器 ゲルマニウム半導体検出器

NaIシンチレーションスペクトロメータ

○機器配置場所 県古川農業試験場，県合同庁舎他

○検査機関 県農林水産部ほか

○検査結果の概要

・精密検査 点数 2,090点，基準値超過 0点（0％)

・簡易検査 点数 739点，基準値超過 0点（0％)

（ロ） 原乳

原乳について放射性物質検査を実施した。

○検査対象 原乳

○検査機器 ゲルマニウム半導体検出器

○機器配置場所 産業技術総合センター

○検査機関 県農林水産部

○検査結果の概要

・点数 125点，基準値超過 0点（0％)

（ハ） 牛肉

牛の出荷制限に基づく牛肉について放射性物質検査を全頭に実施した。

（仙台市食肉市場及び県外出荷分）

○検査対象 県内外の食肉市場に出荷される県産牛肉

○検査点数 出荷牛全頭

○検査機器 ゲルマニウム半導体検出器

NaIシンチレーションスペクトロメータ

○機器配置場所 民間検査機関等

○検査機関 民間機関，県農林水産部

○検査結果の概要（県内外の食肉市場に出荷される県産牛肉）

基本計画の大分類－中分類

４－（イ，ロ）
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・点数 27,049点，基準値超過 0点（0％)

（ニ） 水産物

県産水産物について放射性物質検査を実施した。また，県内の主要魚市場等に簡易測

定器を貸与し安全確認を行った。

○検査対象 県内で水揚げされる水産物

○検査機器 ゲルマニウム半導体検出器

NaIシンチレーションスペクトロメータ

連続個別非破壊放射能測定システム

○機器配置場所 県水産技術総合センター，県内主要５産地魚市場他

○検査機関 県農林水産部及び魚市場開設者等

○検査結果の概要

・精密検査 点数 2,185点，基準値超過 1点(0.05％）

（ホ） きのこ･山菜類

きのこ･山菜類について放射性物質検査を実施した。

○検査対象 きのこ･山菜類他

○検査機器 ゲルマニウム半導体検出器

NaIシンチレーションスペクトロメータ他

○機器配置場所 県産業技術総合センター，県林業技術総合センター，

各合同庁舎

○検査機関 県農林水産部，民間機関

○検査結果の概要（延べ数）

・精密検査 点数 1,255点，基準値超過 41点(3.3％）

・簡易検査 点数 186点，基準値超過 2点(1.1％)

（※ 簡易検査で基準値の１/2を超過した7点は再検査しており，精密検査と重複する。）

（ヘ） 県産牛等

県食肉流通公社に出荷された県産牛全頭及び県産豚等について放射性物質検査を実

施した。

○検査対象 県食肉流通公社に出荷される県産牛全頭，県産豚，めん山羊の肉

○検査機器 NaIシンチレーションスペクトロメータ

CsIシンチレーションスペクトロメータ

○機器配置場所 県食肉衛生検査所等

○検査機関 県食肉衛生検査所等

○検査結果の概要

・県産牛(全頭） 点数 1，160点，基準値超過 0点

※（ハ）にも含まれる。

・県産豚 点数 96点，基準値超過 0点

・めん山羊 点数 17点，基準値超過 0点

基本計画の大分類－中分類

４－（イ，ロ）
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（ト） 野生鳥獣肉

県内各地で採取されたイノシシ等の野生鳥獣の肉について放射性物質検査を実施した。

○検査対象 野生鳥獣（イノシシ等）の肉

○検査機器 ゲルマニウム半導体検出器

○検査機関 民間検査機関

○検査結果の概要

・点数 138点，基準値超過 54点(39.1％）

（２）出荷後検査

（イ） 流通食品

県内に流通する加工食品について放射性物質検査を実施した。

○検査対象 県内に流通する牛乳，清涼飲料水（ミネラルウォーター），

乳児用食品，一般食品等

○検査機器 NaIシンチレーションスペクトロメータ

ゲルマニウム半導体検出器

○機器配置場所 県保健環境センター

○検査機関 県保健環境センター

○検査結果の概要

・精密検査 点数 89点，基準値超過 0点(0％)

・簡易検査 点数 199点，基準値超過 0点(0％)

（３）その他の検査・測定

（イ） 学校給食食材

①給食一食全体の事後検査

実際に提供された学校給食について一食全体の検査を行った。

○検査対象 希望する市町及び県立学校の給食

○検査機器 ゲルマニウム半導体検出器

○検査結果の概要

・点数 255点，基準値超過 0点(0％)

②学校給食食材のサンプル測定

学校で給食に使用する食材の事前測定を行った。

○検査対象 希望のあった県・市町村・私・国立の小中学校，

特別支援学校，夜間定時制高等学校，幼稚園及び保育所

○機器設置機関 県内教育事務所等

○検査機器 NaIシンチレーションスペクトロメータ

○検査結果の概要

・点数 906点，基準値超過 0点(0％)

基本計画の大分類－中分類

４－（イ，ロ）
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（ロ） 住民持ち込み食材等

住民が持ち込んだ家庭菜園の農産物等の放射能測定を行った。

○測定対象 家庭菜園等で収穫された農産物等（流通品を除く）

○測定機器 NaIシンチレーションスペクトロメータ

○測定場所 各市町村

○測定機関 各市町村

○測定結果の概要

・点数 3,151点（非食品を含む），基準値超過 219点（7.0％）

（４）その他

（イ） 検査結果の公表

放射性物質検査の結果は，県ホームページ「放射能情報サイトみやぎ」等で国内外に向け

て速やかに公表するとともに，基準値より高い数値が確認された場合は出荷自粛の要請等，

必要な措置を講じた。

ロ 生産者･事業者及び消費者との相互理解の促進

食の安全安心に関する意見・情報の交換及び共通認識の醸成を図るため，地方懇談会を開

催した。

また，みやぎ食の安全安心消費者モニターを対象に「食の安全安心」及び「食と放射性物質」

をテーマとしたアンケート調査を６月に実施し，消費者モニターの意見の把握に努めるとともに１

１月の「生産者との交流会」においては，放射性物質への取組を含めて，情報交換を行った。

２月には，消費者庁等との共催により，仙台市で食の安全安心セミナー（テーマ「食品中の放

射性物質に対する現状と取組について」）を実施し，生産者代表・消費者代表，学識経験者,

行政，参加者が意見交換を行った。

（成果)

・食の安全安心セミナー及び地方懇談会等の開催の開催により，食の安全安心に関

する消費者，生産者及び事業者等の意見交換が図られた。

食の安全安心セミナーうち放射性物質関係をテーマに開催 １回（仙台会場）

地方懇談会のうち放射性物質関係で開催 ２回

・食の安全安心セミナー（仙台会場）におけるアンケートでは，アンケート回答者

（６３人）の９７％が基調講演内容を「理解できた」または「ほぼ理解できた」

と回答した。

・消費者モニター研修会におけるアンケートでは，アンケート回答者（３９人）の

８５％が研修会に対して「大変満足」または「まあまあ満足」と回答しており，

研修会に対する満足度は高かった。

基本計画の大分類－中分類

４－（イ，ロ）
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Ⅲ 施策の実施状況に対する「みやぎ食の安全安心推進会議」の評価

注）施策の達成度 Ａ：達成している，Ｂ：概ね達成している，Ｃ：達成していない

１ 安全で安心できる食品の供給の確保

（１）生産及び供給体制の確立

イ 生産者の取組への支援 ※ 施策の達成度 Ｂ

農薬の適正使用，牛のトレーサビリティシステム，カキ処理場などの水産関係施設整備

については，ほぼ予定どおり進められている。みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示

制度，エコファーマー，農業生産工程管理（GAP）等の普及拡大に重点を置きたい。環境
保全農業の普及やエコファーマー認定者の育成は，具体的な支援策をとらないと普及しな

い。特に，農業従事者が高齢化により後継者がいない現状では，担い手農家への農地集積

の進展が進み，担い手農家の経営の大規模化によって，特別栽培農産物や手間のかかる栽

培法の実施が厳しくなってくる。こうした状況では，環境保全農業への抜本的な対応が必

要である。

また，環境保全農業やエコファーマーについては，消費者に対する PR が必要である。
GAP については，JGAP 指導員のさらなる育成と国際標準の GLOBALG.A.P.の情報収集等
への取組が必要である。

ロ 安全な農水産物生産環境づくり支援 ※ 施策の達成度 Ａ

病害虫の防除，家畜伝染病や鳥インフルエンザ対策は十分に機能している。伝染病発生

予防の徹底に関しては，SPF 豚に取り組んでいる養豚事業者への支援の強化が必要になっ
ている。下痢性貝毒，麻痺性貝毒，並びに，ノロウイルスについては，十分な監視が行わ

れており，食中毒の未然防止に役立っていることを高く評価したい。

ハ 事業者に対する支援 ※ 施策の達成度 Ｂ

みやぎ HACCP（みやぎ食品衛生自主管理認証制度）の認証の仕組みをステップ１から
４の段階とし，程度に応じて取り組みやすくした点は評価できる。宮城の水産業は，風評

被害がまだ続いている一方で，新しい工場も多く稼働しはじめ，輸出も目指している。水

産 HACCP の普及をもっと強力に進めていただきたい。ただし，ホームページ上やリーフ
レット等からは，HACCP を取得することが，消費者の食の安全を守ることにつながるこ
とに理解が及ぶようになっていない。食品等事業者が HACCP を取得することと食の安全
がつながることが理解できるような可視化が必要。また，HACCP 認証への関心の向上は
必要だが，食品に関しては，食べる食材として必要な身体に優しい食品製造と真心のこも

った製造を期待したい。

（２） 監視指導及び検査の徹底

イ 生産者に対する安全性の監視及び指導の徹底 ※ 施策の達成度 Ｂ

平成 27 年度に発生した肥料生産業者による肥料取締法の違反事件は，有機栽培農家に
影響がでて大変残念だった。県の管轄と国の管轄の違いがあるようだが，真面目な農家が

被害に遭わないような対応を期待したい。また，農家への情報提供や救済措置は取られた

が，今後再発防止に向けて県の検査指導の強化が望まれる。

立入検査やモニタリング調査によって，監視体制が機能していると判断できるが，農薬

販売者，農薬使用者，肥料生産業者の立入検査件数については，検査対象数も次年度以降

は併せて記載すること。飼料（畜産・水産）についても次年度以降も同様のこと。また，

一部，動物用医薬品の販売違反がまだ見受けられるので，さらなる指導が望まれる。
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ロ 事業者に対する安全性の監視及び指導の徹底 ※ 施策の達成度 Ａ

食品営業施設，安全な魚介類, カキ処理施設及び食肉を供給するための監視指導が十分
に行われており，十分に評価できる。ノロウイルスや BSE の検査は規定どおりに実施さ
れ，放射能検査もきちんと実施され，結果も公表されている。ただし，県産農林水産物の

放射性物質の検査については，結果を公表しただけでは，県民の不安の解消につながらな

い場合もあり，基準値を超過したものの原因と対応に関する情報の発信が必要である。

ハ 食品表示の適正化の推進 ※ 施策の達成度 Ｂ

食品表示ウォッチャーの活動で，みやぎの食の安全安心が充実してきていると評価でき

る。

一方，平成 27 年度に賞味期限表示が不適切な業者が摘発されたこと，行政に対する信
頼が揺らいだことは，残念である。この事件では，食品の安全性等の確保を目的とする食

品表示法と，事業所内情報の通報者保護を目的とする「公益通報者保護制度」への対応が

課題となった。平成 28 年度については，食品表示法，食品の機能性表示，あるいは栄養
成分表示の義務化等が運用される中で，監視指導が今以上に機能することが望まれる。

さらに，研修制度等を充実させて食品表示ウォッチャーの調査力の底上げが必要とな

る。

２ 食の安全安心に係る信頼関係の確立

（１）情報共有及び相互理解の促進

イ 情報の収集，分析及び公開 ※ 施策の達成度 Ｂ

県からの情報提供が十分・おおむね十分と感じる消費者モニターの割合が，平成 27 年
度は 37.8％と上昇しており，約 4割の評価を受けているので，前進はしているが，目標値
の 70 ％には遠く及ばないことから，更なる分かりやすく適正な情報の提供が望まれる。
県から情報を受けているモニターでこの数字だから，一般県民の情報提供が十分という評

価はもっと低いと思われる。モニターへのアンケートの際に，関連質問として「何が足り

ないのか」，「どうすれば改善するか」などの設問を設けて分析することを提案したい。

放射性物質検査の結果が，県の「放射能情報サイトみやぎ」で公表されているが，モニ

ターの情報提供に対する満足度がまだ低い。この原因がどこにあるのかを分析し，県が出

したい情報と県民が知りたい情報の整合性が取れるよう望みたい。また，情報提供の評価

を，ホームページのアクセス数で評価するのは不十分ではないだろうか。ホームページは

自ら見ようとしないと情報は得られないので，別の情報発信のツールの検討も必要ではな

いか。また，広く県民の意見を収集する指標として，パブリックコメント提出数を記載す

ることを提案したい。

ロ 生産者・事業者及び消費者との相互理解の促進 ※ 施策の達成度 Ｂ

食の安心の確保につながる「地産地消」にもっと力を入れてほしい。近年のブームを一

過性に終わらせないよう努めてほしい。県産食材を利用することが生産者・事業者・消費

者にとっても良いことなので推進してほしい。

学校給食の取組は，実際には課題や障害が多いので，モデル地域の具体的な取組内容と

その成果・新たに明確になった課題等を供給サイドへの積極的に情報の提供をしてほし

い。

また，地産地消推進のため，お弁当コンテストの参加校（大学参加も含め）をもっと募

り，大会を盛大にしていけば，若い人達にも地産地消がもっと広がる。そのためには，

「高校生地産地消お弁当コンテスト」について，学校側・生徒等はどのように受け止めて

られているのか。減少している原因分析をしてほしい。さらに，子育て世代の親を巻き込

み，地産地消を含め，食育の大切さを感性レベルで実践できる企画を考えたい。
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（２）県民参加

イ 県民総参加運動の展開 ※ 施策の達成度 Ｂ

大学生を対象に消費者モニターの PR や勧誘に努め，登録者数が増加したのは良い結果
だが，若いモニターに活動や研修の場が適切に与えられているか，課題の抽出を含めて検

証が必要。また，若いモニターが増えても，やるべき仕事や研修会が平日だったりするの

で，ミスマッチをどう改善するのか。全体意見でなく若手のモニター側からの意見や要望

を聞いて改善していくことが重要。

また，高校生層への積極的な働きかけの方策を検討されたい。消費者モニターの増加と

ともに消費者モニターの活動自体を増加させ，モニター同士の信頼関係を構築し，自主的

にエンパワーした力を県民に還元できる「いい場つくり」を提案したい。

ロ 県民の意見の食の安全安心の確保に関する施策への反映 ※ 施策の達成度 Ｂ

食の 110 番の件数が 2 倍近くに増え，食品表示 110 番も増えている。食品表示法の施行
も影響していると思うが，どのような内容の通報や情報が増えているのか。県民がどのよ

うなことに関心を寄せているのかを知るためにも重要な情報といえる。幅広い年齢層から

の意見の把握と，子育て世代の親たちに，より良い安全かつ安心できるものが何なのかを

気づいていく，食の安全･安心に対する意識の啓発が必要。

消費者モニターの任期は，現在「自動更新」であるが，このことがモニターの意識の希

薄化やアンケート結果の偏りにつながる可能性もある。任期を期限付きにし，多様なモニ

ターの意見を集めるようなことも検討課題である。地方からの意見を多く求められるよう

な地方懇談会の開催を回数や場所，企画（研修や講演だけでなく，実習や見学など）をも

っと工夫することを提案したい。

３ 食の安全安心を支える体制の整備

（１）体制整備及び関係機関等との連携強化

イ 食の安全安心対策本部による危機管理及び総合的な対策の推進 ※ 施策の達成度 Ａ

ロ みやぎ食の危機管理基本マニュアル等 ※ 施策の達成度 Ａ

（個別のマニュアルを含む）による迅速な対応

ハ 食の安全に関する調査・研究の充実 ※ 施策の達成度 Ｂ

ニ 国，都道府県，市町村との連携 ※ 施策の達成度 Ｂ

食の安全に関する調査・研究の充実については，ヒスタミンの LC/MS/M による迅速で

簡便な分析法が開発されたが，せっかく開発されたヒスタミン分析技術が十分に活用され

ていない。ヒスタミンは食中毒の原因として重要であり，学校給食にマグロを使えない原

因でもある。せっかくの新技術なので積極的に活用して，規制値を設定するなどの具体的

な対策に繋げてほしい。早急に分析を進めて欲しい。また，情報交換会などで国，都道府

県，市町村と連携を図っていることを，一般県民にわかりやすく，公表して欲しい。

４ 食品に係る放射能対策

イ 食品の放射性物質検査 ※ 施策の達成度 Ａ

ロ 生産者･事業者及び消費者との相互理解の促進

検査の継続はもちろんだが，放射性物質検査に関しては，施設栽培の野菜まで実施して

おり，検査体制が徹底されていると評価できる。ただし，県内のタケノコのように，今ま

で出てこなかったものから基準値超過の数値が出たことから，手を抜くことなく，継続的

に検査をし，引き続き心配される食品については，管理体制を整え，大人にも子供たちに

もわかりやすく，原因を公表し，留意すべき点を明確に指示し，報告してほしい。

検査結果の公表に際して「安全の確保」や「流通させない」等の「安心」につながる表

現が盛り込まれたことを評価したい。安全から安心へは放射能問題の重要課題である。福

島原発は今後の廃炉作業等でも放射能の流出の恐れがないとは言えず，検査体制は縮小で

きないので，さらに安全安心情報を伝えられるよう充実を望みたい。
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Ⅳ 実績数値総括表

１ 安全で安心できる食品の供給の確保

（１）生産及び供給体制の確立

項 目 平成２１年度 平成２６年度 平成２７年度

みやぎの環境にやさし ○生産登録面積 ○生産登録面積 ○生産登録面積
い農産物認証・表示制 ３，４４６ha ２，９８０ha ２，８８３ha
度
（農産園芸環境課）

認定エコファーマー ○９，２８４人 ○５，９０２人 ○５，７６５人
（農産園芸環境課）

共同かき処理場におけ ○共同かき処理場施設整備 ○共同かき処理場施設整備 ○共同かき処理場施設整備
るかき浄化処理施設の － ８件（H25繰越含む） １件
整備 ○かき浄化機器整備 ○かき浄化機器整備 ○かき浄化機器整備
（水産業基盤整備課） － ８件（H25繰越含む） １件

○かき浄化処理施設の整備 ○かき浄化処理施設の整備 ○かき浄化処理施設の整備
率 率 率
施設数ベース ７９．５％ 施設数ベース １００％ 施設数ベース １００％

家畜伝染病に基づく検 ○牛豚鶏延べ ○牛豚鶏延べ ○牛豚鶏延べ
査 ２９２，０１９頭羽 ２８６，０５７頭羽 ３７７，９１６頭羽
（畜産課）

慢性疾病低減のための ○牛 １６戸 ○牛 １２戸 ○牛 １２戸
検査，指導 ○豚 １２戸 ○豚 ９戸 ○豚 ７戸
（畜産課） ○鶏 ４戸 ○鶏 ５戸 ○鶏 ５戸

貝毒検査 ○１３海域 ○１３海域 ○１３海域
（水産業基盤整備課） ○３８４回 ○８１８回 ○４９７回

ノロウイルス検査 ○３３漁場 ○２８漁場 ○３３漁場
（水産業基盤整備課） ○８１５件 ○９５２件 ○１，０２６件

みやぎ食品衛生自主管 ○登録(新規） ４施設 ○登録(新規） ２件 ○登録(新規） ０件
理登録・認証制度 ○認証(新規） ○認証(新規） ２件 ○認証(新規） ０件
（食と暮らしの安全推 ５工程４施設
進課） 〈延べ数〉 ＜合計＞ ＜合計＞

○登録 ４５施設 ○登録 ４４件 ○登録 ３６件
○認証 ３１工程 ○認証 ２８件 ○認証 ２５件

※H27.10より制度改正
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（２）監視指導及び検査の徹底

項 目 平成２１年度 平成２６年度 平成２７年度

農薬販売者及び使用者 ○販売店 ４２５件 ○販売店 ２８２件 ○販売店 ２９５件
に対する立入検査 ○使用者 １８８件 ○使用者 １２７件 ○使用者 １１０件
（農産園芸環境課）

農薬管理指導士 ○計 １，２０４人 ○計 １，２５２人 ○計１，２６８人
（農産園芸環境課） 新規 ９３人 新規 ３８人 新規 ４６人

更新 １１８人 更新 ４３人 更新 １８５人
継続 ９９３人 継続１，１７１人 継続１，０３７人

肥料生産業者に対する ○検査箇所数 ３１か所 ○検査箇所数 ２２か所 ○検査箇所数 ２９か所
立入検査 ○収去点数 ２２点 ○収去点数 １９点 ○収去点数 ２４点
（農産園芸環境課）

動物用医薬品等取締 ○動物用医薬品販売業立入 ○動物用医薬品販売業立入 ○動物用医薬品販売業立入
（畜産課） 検査 １００件 検査 ６６件 検査 １３４件

○動物用医薬品販売業許可 ○動物用医薬品販売業許可 ○動物用医薬品販売業許可
・更新等 ４１件 ・更新等 ３０件 ・更新等 ４２件

飲食店及び食品・加工 ○要許可施設数 ○要許可施設数 ○要許可施設数
製造施設等の監視指導 ２５，３７４施設 ２３，３３１施設 ２３，０６０施設
（食と暮らしの安全推 ○許可不要施設数 ○許可不要施設数 ○許可不要施設数
進課） １６，２９８施設 １４，９９９施設 １５，０３４施設

○監視延べ施設数 ○監視延べ施設数 ○監視延べ件数
・許可前 ・許可前 ・許可前

４，０４６施設 ３，８７３施設 ４，０２７施設
・通常監視 ・通常監視 ・通常監視

３５，１５４施設 １８，９８５施設 １７，４６３施設

観光地の大型旅館，集 ○５２６施設を指定 ○４４７施設を指定 ○４４１施設を指定
団給食施設等，特に重 ○監視延べ施設数 ○監視延べ施設数 ○監視延べ施設数
点的に監視すべき施設 １，１９５施設 １，０３８施設 ９５７施設
（食と暮らしの安全推
進課）

収去検査 ○細菌検査 ○細菌検査 ○細菌検査
（食と暮らしの安全推 １，８５１検体 １，４９５検体 １，４９６検体
進課） ○理化学検査 ○理化学検査 ○理化学検査

９６２検体 ２，３４４検体 ２，２０３検体

特殊有害物質調査 ○２２４検体 ○２３８検体 ○２２１検体
（食と暮らしの安全推 うち残留農薬検査 ・うち残留農薬検査 ・残留農薬検査
進課） ２２品目，１２０検体 ７７検体 ８２検体

うち輸入食品 ・うち輸入食品 ・輸入食品
２０品目，１０８検体 ３９検体 １５８検体

ＢＳＥ検査 ○牛全頭（６，０７０頭） ○牛 ３４９頭 ○牛 ３３７頭
（食と暮らしの安全推
進課）
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項 目 平成２1年度 平成２６年度 平成２７年度

と畜場の監視指導及び ○と畜場法等に基づくと畜 ○と畜場法等に基づくと畜 ○と畜場法等に基づくと畜

食肉の検査 場の監視指導 毎月１回 場の監視指導 毎月１回 場の監視指導 毎月１回

（食と暮らしの安全推 ○食肉輸送車の監視 ○食肉輸送車の監視 ○食肉輸送車の監視

進課） 全車両 全車両 全車両

○枝肉等残留抗菌性物質の ○枝肉等残留抗菌性物質の ○枝肉等残留抗菌性物質の

検査 検査 検査

牛豚等２，０４５頭 牛豚等１，６２２頭 牛豚等１，２６７頭

○枝肉等細菌検査 ○枝肉等細菌検査 ○枝肉等細菌検査

２７２検体 ４５０検体 ３２８検体

○枝肉等腸管出血性大腸菌 ○枝肉等腸管出血性大腸菌 ○枝肉等腸管出血性大腸菌

検査 １５０検体 検査 １５２検体 検査 １２０検体

食鳥処理施設の監視指 ○食鳥処理施設の監視(１) ○食鳥処理施設の監視(１) ○食鳥処理施設の監視

導及び食鳥肉の検査 大規模 週１回 大規模 週１回 大規模 週１回

（食と暮らしの安全推 ○認定小規模食鳥処理場(9) ○認定小規模食鳥処理場(７) ○認定小規模食鳥処理場
進課） 年１２回／１か所 年１６回 年１６回

○食鳥肉残留抗菌性物質の ○食鳥肉残留抗菌性物質の ○食鳥肉残留抗菌性物質の

検査 ２，６１３検体 検査 ２，２８９検体 検査 ２，１００検体

○食鳥肉細菌検査

２８３検体

かき処理場等の監視指 ○処理場 １４９施設 ○処理場 ７５施設 ○処理場 ７８施設

導及び生食用かき等の （延べ監視数２６９件） （延べ監視数１８７件） （延べ監視数１６８件）

検査 ○袋詰め業者 ８９施設 ○袋詰め業者 ７６施設 ○袋詰め業者 ７３施設

（食と暮らしの安全推 （延べ監視数２３７件） （延べ監視数１８３件） （延べ監視数１８２件）

進課） ○入札場 ３施設 ○入札場 ３施設 ○入札場 ３施設

（延べ監視数 ２件） （延べ監視数 ３件） （延べ監視数 ３件）

貝毒及びノロウイルス ○かき養殖海域の海水検査 ○かき養殖海域の海水検査 ○かき養殖海域の海水検査

等の検査 １３０ポイント １１８ポイント １１８ポイント

（食と暮らしの安全推 ○かき成分規格 ○かき成分規格 ○かき成分規格

進課） １７８検体 ９９検体 ９０検体

○ノロウイルス ７５検体 ○ノロウイルス ７５検体 ○ノロウイルス ７５検体

栄養成分表示に関する ○相談・指導件数 ５５件 ○相談・指導件数 ５９件 ○相談件数 １００件

相談・指導 ○研修会 ○研修会 指導件数 ８件

(健康推進課） １７回 ８８０人 １４回 ４７４人 ○研修会

○立入検査 ０件 ○立入検査 ０件 ２６回 １，７１６人

○立入検査 ０件

虚偽誇大広告等の禁止 ○相談・指導件数 ２３件 ○相談・指導件数 １０件 ○相談件数 ９件

に関する相談・指導 ○研修会等 ○研修会等 指導件数 ３件

(健康推進課） １７回 ８８０人 １４回 ４７４人 ○研修会等

○立入検査 ２件 ○立入検査 １件 ２６回 １，７１６人

○立入検査 ０件
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項 目 平成２1年度 平成２６年度 平成２７年度

遺伝子組換え食品検査 ○とうもろこし加工品， ○米加工品 ○米加工品

（食と暮らしの安全推 豆腐 ２０件 １０件 １０件

進課）

食品中のアレルギー物 ○うどん，クッキー・ビス ○うどん，クッキー・ビス ○うどん，クッキー・ビス

質検査 ケット，食肉製品 ケット，食肉製品，魚肉 ケット，食肉製品，魚肉

（食と暮らしの安全推 ４０件 ねり製品，インスタント ねり製品，インスタント

進課） 食品 ４８件 食品 ４０件

農林物資の規格化及び ○食品表示ウォッチャー報 ○食品表示ウォッチャー報 ○食品表示ウォッチャー報

品質表示の適正化に関 告に基づく調査 ２２件 告に基づく調査 １７件 告に基づく調査 ２３件

する法律(ＪＡＳ法)遵 ○その他の情報に基づく調 ○その他の情報に基づく調 ○その他の情報に基づく調

守状況調査 ※１ 査 ３２件 査 ３８件 査 ２６件

（食と暮らしの安全推

進課）

不当景品類及び不当表 ○調査・指導件数 ９件 ○調査・指導件数 ３件 ○調査・指導件数 ２件

示防止法(景品表示法)

に基づく調査指導

（食と暮らしの安全推

進課）

宮城県食品表示ウォッ ○５０人委嘱 ○１００人委嘱 ○１００人委嘱

チャー ○毎月１０品目のモニタリ ○毎月５品目のモニタリ ○毎月５品目のモニタリ

（食と暮らしの安全推 ング ング ング

進課） ○調査店舗数 ○調査店舗数 ○調査店舗数

１，２８３店舗 １，３１６店舗 １，２６５店舗

うち疑義あり６１店舗 うち疑義あり２１店舗 うち疑義あり２４店舗

輸入生かき偽装防止特 ○監視・指導回数 ○監視・指導回数 ○監視・指導回数

別監視員（オイスター ３６回 １２回 １２回

Ｇメン）による監視・

指導

（食と暮らしの安全推

進課）

※１ ＪＡＳ法については，平成 27年 4月から食品表示法に変更
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２ 食の安全安心に係る信頼関係の確立

（１）情報共有及び相互理解の促進

項 目 平成２1年度 平成２６年度 平成２７年度

各農業改良普及センタ ○相談件数 ○相談件数 ○相談件数
ーに設置した「地域の １３３件 ６４件 ６３件
食と農の相談窓口」に
おける相談件数
(農業振興課）

消費者対象の講座及び ○開催回数 ○開催回数 ○開催回数
現地農業見学会等の開 ２０回 ６回 ６回
催（食と暮らしの安全
推進課）

（２）県民参加

項 目 平成２1年度 平成２６年度 平成２７年度

みやぎ食の安全安心消 ○モニター登録数 ○モニター登録数 ○モニター登録数
費者モニター数 ９１４人 ８４９人 ９１３人
（食と暮らしの安全推
進課）

みやぎ食の安全安心取 ○宣言者数 ○宣言者数 ○宣言者数
組宣言
（食と暮らしの安全推 ３，３２０事業者 ２，９９２事業者 ２，９４８事業者
進課）

みやぎ食の安全安心県 ○配布部数 ○配布部数 ○配布部数
民総参加運動ＰＲ用リ 当初作成１２，０００部 当初作成１２，０００部 当初作成１２，０００部
ーフレットの作成配布
（食と暮らしの安全推
進課）

食品表示１１０番に寄 ○受付件数 ○受付件数 ○受付件数
せられた相談等 １２１件 ３４３件 ４１０件
（食と暮らしの安全推
進課）

食の１１０番に寄せら ○受付件数 ○受付件数 ○受付件数
れた相談等 ※２ １４７件 １７０件 ７０２件
（食と暮らしの安全推
進課）

地方懇談会 ○開催か所数 ○開催か所数 ○開催か所数
（食と暮らしの安全推 県内１５か所 県内８か所 県内１０か所

進課） （延べ１６回） （延べ８回） （延べ１５回）

※平成 27年度 4月から，事業者からの報告も計上することとしたため増加



- 50 -

３ 食の安全安心を支える体制の整備

（１）体制整備及び関係機関等との連携強化

項 目 平成２１年度 平成２６年度 平成２７年度

庁内連絡会議等 ○食の安全安心推進員会議 ○食の安全安心推進員会議 ○食の安全安心推進員会議
（食と暮らしの安全推 １２回 １２回 １２回
進課） ○みやぎ食の危機管理対応 ○みやぎ食の危機管理対応 ○みやぎ食の危機管理対応

チーム会議定例会議等 チーム会議定例会議等 チーム会議定例会議等
１２回 １２回 １２回

（２）みやぎ食の安全安心推進会議

項 目 平成２１年度 平成２６年度 平成２７年度

みやぎ食の安全安心推 ○開催回数 ○開催回数 ○開催回数
進会議 ３回 ３回 ４回
（食と暮らしの安全推
進課）
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Ⅴ 資料編

◇ 用 語 解 説 ◇

あ

●アレルギー物質

アレルギーなどの過敏症を起こす物質のことで，近年，アレルギー物質を含む食品が原因の

健康被害が多く見られ，こうした被害を未然に防止する観点から，アレルギー物質の表示が平

成１４年に法制化されました。厚生労働省では，食物アレルギーを起こす頻度が高いものや重

篤（病状が著しく重い）なアレルギーを起こすことが明らかになった７品目（えび，かに，小

麦，そば，卵，乳，落花生）を，「特定原材料」として表示を義務付け，また，それらに準ずる

ものとして，２０品目（あわび，いか，いくら，オレンジ，カシューナッツ，キウイフルーツ，

牛肉，くるみ，ごま，さけ，さば，大豆，鶏肉，バナナ，豚肉，まつたけ，もも，やまいも，

りんご，ゼラチン）について表示を奨励しています。

●遺伝子組み換え食品

食品となる植物等に，細菌やウイルスなどの有用な遺伝子を組み込む遺伝子組み換え技術に

より作られる食品のことです。食品生産の量的・質的向上や害虫や病気に強い農作物の改良，

加工特性などの品質向上に資することが期待されています。組み換えＤＮＡ技術を応用した食

品は，農作物及びその加工食品と組み換えＤＮＡ技術を利用して得られた微生物から製造した

食品添加物があります。

遺伝子組み換え食品については安全性審査が義務化されており，未審査のものは輸入，販売

等が禁止されています。また，大豆，とうもろこし，ばれいしょ，なたね，綿実，アルファル

ファ，てん菜，パパイヤの８作物，及びその加工食品の３３食品群について，遺伝子組み換え

食品を使用している場合は「遺伝子組み換え」と，使用の有無が不明の場合は「遺伝子組み換

え不分別」と表示することが義務付けられています。

●牛海綿状脳症（ＢＳＥ：Bovine Spongiform Encephalopathy）

牛の病気。脳の神経細胞が空胞化し，スポンジ状になることから名付けられました。起立不

能や行動異常等の神経症状を示し，発病後２週間から６か月で死に至ります。治療法はありま

せん。ＢＳＥ感染牛を原料とした肉骨粉を飼料として牛に給与したことにより，感染が拡大し

ました。原因たんぱく（異常プリオン）に感染した脳・脊髄・目，回腸遠位部やせき柱に含ま

れる背根神経節等を食べることで人間にも感染するといわれています。１９８６年にイギリス

で初めて発生が確認され，日本でも２００１年９月に第１号の発生が確認されました。
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●エコファーマー

環境と調和した農業生産をより一層推進するため，平成１１年に「持続性の高い農業生産方

式の導入の促進に関する法律（持続農業法）」が制定されました。

この法律は，たい肥等を活用した土づくりと化学肥料や化学農薬の使用の低減を一体的に行う

生産方式を導入しようとする農業者に対し，支援を行うものです。

この法律に基づいて，知事の認定を受けた農業者を「エコファーマー」と呼びます。

●オイスターＧメン（輸入生かき偽装防止特別監視員）

輸入生かき混入（偽装）を防止し，宮城のかきの信頼回復を図るため，県内のかき仲買・袋

詰め業者が偽装防止などを目的に設立した「宮城県産生かき適正表示協会」に加盟し県内で生

かきを取り扱う仲買・袋詰め業者を主な対象として，抜き打ち調査等を行うものです。

か

●貝毒

二枚貝類（ホタテガイ，カキ，アサリ等）は，海水中のプランクトンを餌にしていますが，

海水中には時として有毒なプランクトンが発生します。それを摂取した二枚貝類は，その毒成

分を体内に蓄積し，それが原因となって本来無毒である二枚貝類が毒化します。これが貝毒で

す。

貝毒にはまひ性貝毒と下痢性貝毒の２種類があり，各々規制値が定められています。まひ性

貝毒は可食部ｋｇあたり４ＭＵ（マウスユニット），下痢性貝毒ではＯＡ群（オカダ酸群）につ

いて可食部ｋｇあたり０.１６ｍｇを超えると出荷が規制されます。

貝毒は海水中の有毒プランクトン濃度が低くなると，徐々に二枚貝類の体内から排出されて

消失します。

●ＧＡＰ（農業生産工程管理） （ギャップと呼ばれています。）

Good（良い）Agricultual（農業）Practice（やり方）の頭文字をとっています。

農林水産省は「農業生産工程管理」，日本ＧＡＰ協会は「適切な農場管理と実践」と訳して

います。

農業生産工場において，生鮮農産物の安全性確保などを主な目的とし，生産から出荷の段階

で想定される３つの危害，化学的危害（残留農薬など），物理的危害（異物混入など），生物的

危害（病原微生物など）を未然に回避するための農業生産管理ポイントを整理し，それを実践

・記録する取組のことです。

従来は最終の収穫物をサンプリングしての「ファイナルチェック方式」（結果管理）でした

が，ＧＡＰではＩＳＯやＨＡＣＣＰのような「プロセスチェック方式」（工程管理）の考え方を

農業現場に導入したものです。



- 53 -

●牛トレーサビリティ法（牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法）

（平成１５年６月１１日法律第７２号）

平成１３年９月に国内で初めて発生した牛海綿状脳症（ＢＳＥ）への対応策として平成１５

年６月に「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」（牛トレーサビリテ

ィ法）が制定されました。この法律は，現存する牛や消費者の元に届いた牛肉について，そこ

に至るまでの経過を追跡・遡及することを可能とするために制定されました。

これにより，国内に現存する全ての牛はそれぞれ固有の個体識別番号を付与され，この番号

に基づいた各種情報の管理が義務付けられています。

●景品表示法（不当景品類及び不当表示防止法）（昭和３７年５月１５日法律第１３４号）

一般消費者の利益の保護を図るため，不当な顧客の誘引を禁止する法律。表示されている内

容が実際のものより著しく優良であると誤認を招くような表示や，取引条件が実際のものより

著しく有利であると誤認を招く表示を不当表示として禁止するほか，過大な景品類の提供を禁

止することで，一般消費者による利益の保護を目的としています。

●健康増進法（平成１４年８月２日法律第１０３号）

わが国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い，国民の健康の増進の重要性

が著しく増大していることにかんがみ，国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項

を定めるとともに，国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ，も

って国民保健の向上を図ることを目的として，平成１４年８月に制定され，平成１５年５月１

日に施行されたものです。

特別用途表示について規定する食品関係の内容としては，健康保持増進の効果などについて

の虚偽または誇大な広告等の表示の禁止などについて規定しています。

●高病原性鳥インフルエンザ

高病原性鳥インフルエンザは鳥インフルエンザのうち，発症すると致死率が１００％に近く，

鶏，七面鳥，うずら等が感染すると，全身症状を起こし，神経症状（首曲がり，元気消失等），

呼吸器症状，消化器症状（下痢，食欲減退等）等が現れ，鳥に対して特に高い病原性を示す特

定のウイルスによる疾病です。

なお，わが国ではＨ５亜型，Ｈ７亜型のＡ型インフルエンザのうち，鶏への病原性確認検査

又はウイルス遺伝子分析により病原性が高いと判断されたものを高病原性インフルエンザ，病

原性が低いと判断されたものを低病原性鳥インフルエンザとしています

高病原性鳥インフルエンザが，食品を介して人に感染する可能性は，現時点ではないものと

考えられており，鶏卵や鶏肉を介した感染例は世界的にも報告されていません。鳥インフルエ

ンザウイルスは適切な加熱により死減するとされており，一般的な方法として，食品の中心温

度を７０℃に達するように加熱することを推奨しています。
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●コーデックス委員会

（ＣＯＤＥＸ ＡＬＩＭＥＮＴＡＲＩＵＳ ＣＯＭＭＩＳＳＩＯＮ：ＣＡＣ）

コーデックス委員会はＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品規格計画の実施機関として，１９６２年に，

ＦＡＯ（国連食糧農業機関）とＷＨＯ（世界保健機構）が合同で設立した国際政府間組織で，

その設置目的は，国際食品規格の策定を通じて，消費者の健康を守るとともに，食品貿易にお

ける公正を確保することです。

コーデックス委員会が策定した食品規格は，ＷＴＯ（世界貿易機関）の多角的貿易協定のも

とで，国際的な制度調和を図るものとして位置付けられています。事務局はイタリアのローマ

に置かれており，２０１４年５月現在の加盟国は１８５カ国及び１機関で，我が国は１９６６

年に加盟しています。

さ

●残留農薬

「残留農薬」とは，農薬の使用に起因して食品に含まれる特定の物質をいいます。農薬が残

留した食品を摂取することにより，人の健康を損なうことがないよう，食品衛生法に基づく「食

品，添加物等の規格基準」において農産物に残留する農薬の成分である物質の量の限度が定め

られています。残留農薬基準を超えるような農薬が残留している農産物は販売禁止等の措置が

取られることになります。

●ＪＡＳ法（農林物資の規格化等に関する法律）（昭和２５年５月１１日法律第１７５号）

適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し普及させることを目的とした法律。平成２７年４

月１日の食品表示法施行までは「ＪＡＳ規格」と「品質表示基準」の２つの制度を定める「農

林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」という名称でしたが，食品表示法の施行

により，食品の品質表示に関する部分が食品表示法に統合されました。

●食育

食育とは，様々な経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し，健全な食生活を

実践することができる人間を育てることであり，生きる上での基本となるものです。

●食中毒

食中毒の原因となる細菌，ウイルスが付着した食品や，有毒・有害な物質が含まれた食品を

食べることによって，下痢，おう吐，腹痛，発熱などの健康被害が起こることです。

食中毒の約５割は，食べ物の中で増えた食中毒菌や食中毒菌が作った毒素を食べることによ

り起きる細菌性食中毒です。細菌性食中毒の主なものは，カンピロバクター，サルモネラ，腸

炎ビブリオ，黄色ブドウ球菌，腸管出血性大腸菌Ｏ１５７等があります。

このほか，ノロウイルス等のウイルスを原因とする食中毒や，毒キノコや貝毒，フグ毒など

による自然毒食中毒，洗剤や農薬などの化学物質の混入による化学性食中毒があります。
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なお，食べ過ぎ，飲み過ぎによる体調不良，ビタミン欠乏による栄養障害，食品中に混入し

たガラス，針などの異物による物理的・機械的障害，熱いものの摂取によるやけどなどは食中

毒に含まれません。

●食鳥検査

平成２年６月２９日「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」（食鳥検査法）が

公布され，それまで「食鳥処理加工指導要領」により実施していた全羽自主検査が，平成４年

４月１日から，食鳥検査に変更されました。年間３０万羽を超える処理を行う食鳥処理場では，

都道府県知事の検査として，獣医師である食鳥検査員の検査を受けなければならないことにな

りました。

また，３０万羽以下を処理する食鳥処理場では，都道府県知事の認定を受けた事業者が確認

規定に従い，基準に適合していることを確認しています。

●食鳥検査員

食鳥検査員は，都道府県知事が指定する，食鳥処理場で処理される食鳥の検査及び衛生指導

等の職務に従事する都道府県の職員（獣医師）。本県では，食肉衛生検査所及び仙南保健所，塩

釜保健所岩沼支所に配置しています。

●食鳥処理場

食鳥検査法に基づき，食用に供する目的で食鳥（鶏，あひる，七面鳥等）をと殺し，羽毛を

除去し，食鳥と内臓を摘出する行為を行う施設をいいます。

●食鳥処理法（食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律）

（平成２年６月２９日法律第７０号）

「食鳥処理の事業について公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずるとともに，

食鳥検査の制度を設けることにより，食鳥肉に起因する衛生上の危害の発生を防止し，もって

国民の健康の保護を図ること。」を目的として，平成２年に制定され，食鳥処理業の許可，食鳥

検査，食鳥処理業者の遵守事項等について規定されています。

●食品安全委員会

食品安全基本法に基づき内閣府に設置された委員会で，健康への悪影響について科学的評価

（食品健康影響評価）を実施し，それに基づいた勧告を行う他，消費者，食品関連事業者等の

関係者相互における幅広い情報や意見の交換，重大な食品事故の発生等の緊急事態への対応を

行う機関です。７名の委員から構成され，その下に専門調査会が設置されています。

●食品安全基本法（平成１５年５月２３日法律第４８号）

食品の安全性の確保を総合的に推進することを目的として平成１５年５月に制定されまし

た。
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この法律に基づき，食品健康影響評価を専門的に行う「食品安全委員会」が内閣府に設置さ

れており，食品健康影響評価に基づき，各省庁では安全確保のための規格基準を定めるなど具

体的な施策を策定し，実施します。

また，情報の公開，関係者相互の情報・意見の交換促進についても規定されています。

●食品衛生監視員

都道府県知事等に任命され，食品に起因する衛生上の危害を防止するために，食品関連営業

施設等の監視指導，食品，添加物等の収去検査，ＨＡＣＣＰなどの高度衛生管理方式の普及等

の職務に従事する，薬剤師・獣医師等の資格を持った都道府県等の職員で，保健所や食肉衛生

検査所等に配置されています。

●食品衛生法（昭和２２年１２月２４日法律第２３３号）

昭和２２年に「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し，公衆衛生の向上及び増進に寄

与すること」を目的に制定されましたが，ＢＳＥ問題や偽装表示問題などを契機とする食品の

安全に対する国民の不安や不信の高まりから，食品の安全の確保のための施策の充実を通じ，

国民の健康の保護を図ることを目的として，平成１５年５月に改正されました。

改正食品衛生法は，国民の健康の保護のための予防観点に立ったより積極的な対応，事業者

による自主管理の促進，農畜水産物の生産段階の規制との連携という３つの視点に基づき見直

されており，新たに食品関係事業者の責務の明確化等が盛り込まれています。

また，食品衛生法の「食品,添加物等の規格基準」（昭和３４年１２月１８日厚生省告示第３

７０号）の中で，「玄米及び精米中のカドミウムとして，０.４ppmを超えて含有するものであっ

てはならない。」とされています。

●食品添加物

食品添加物とは，食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で，食品に

添加，混和，浸潤その他の方法によって使用する物をいい，保存料，甘味料，着色料等が該当

します。厚生労働大臣が定めたもの以外の添加物並びにこれを含む製剤及び食品の製造，輸入，

使用，販売等は禁止されており，この指定の対象には，化学的合成品だけでなく天然に存在す

る添加物も含まれます。

●食品表示ウォッチャー

食品表示法に基づく食品表示の一層の適正化を図るため，県民（消費者モニター登録者）か

ら食品表示ウォッチャーを募集し，食品販売店における日常の買い物等を通じて食品表示のモ

ニタリングを実施するとともに，その結果を県に報告していただくものです。県は，その情報

に基づき調査・指導等を行います。

●食品表示法（平成２５年６月２８日法律第７０号）

食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保をす
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るため，食品衛生法，ＪＡＳ法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合し，食品の表

示に関する包括的かつ一元的な制度とするため，平成２７年４月から施行された法律です。食

品表示法では，これまで任意制度とされていた栄養成分の表示が，原則全ての加工食品で義務

化されたほか，機能性表示食品制度が新たに創設されました。

●飼料安全法（飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律）

（昭和２８年４月１１日法律第３５号）

飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制，飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等を

行うことにより，飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り，公共の安全の確保と畜産物等の

生産の安定を目的とした法律です。有害物質を含む飼料等の製造，輸入，販売，使用（家畜等

への供与）の禁止，家畜等に飼料供与した場合の飼料の種類，使用年月日，場所，家畜の種類，

使用量等の記録とその保管などについて規定しています。

た

●腸管出血性大腸菌Ｏ１５７
オー

大腸菌は，家畜や人の腸管内にも存在し，ほとんどのものは無害ですが，一部のものは，人

に急性の下痢や胃腸炎等の消化器症状や合併症を引き起こすことがあり，病原大腸菌あるいは

下痢性大腸菌と呼ばれています。そのうち毒素（ベロ毒素）を産生し，出血を伴う腸炎や溶血

性尿毒症症候群（ＨＵＳ）を起こす大腸菌を腸管出血性大腸菌といいます。この菌による感染

症の典型的臨床症状は出血性大腸炎で，血清型が（Ｏ１５７：Ｈ７）の菌を特に腸管出血性大

腸菌Ｏ１５７と呼びます。この菌による食中毒事件は，米国のハンバーガーによる大規模な食

中毒事件があり，４名の死者を出したことで予防対策がとられるようになりました。このほか

にも同様の症状を現すものとしてＯ２６，Ｏ１１１などがあります。

日本では，平成８年に全国で腸管出血性大腸菌Ｏ１５７による食中毒事件が多発し，社会問

題になりました。

●動物用医薬品

専ら動物に用いられる医薬品（抗生物質や寄生虫駆除剤など）であり，動物の病気の治療ま

たは予防に使用されています。「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関す

る法律」に基づき使用が規制されており，対象動物，用法及び用量，使用禁止（出荷制限，休

薬）期間など使用者が守る基準が定められています。

●特別栽培農産物

その農産物が生産された地域で慣行的に行われている化学合成農薬及び化学肥料の使用状況

に比べて，農薬の使用回数が５０％以下，化学肥料の窒素成分量が５０％以下の双方の条件を

満たして栽培された農産物をいいます。

県では，この条件を満たした農産物を認証する制度（「みやぎの環境にやさしい農産物認証
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・表示制度」）を設けており，認証を受けた農産物には県が指定する認証マークを付けて出荷す

ることができます。これにより，消費者に対する信頼性の確保と環境保全型農業の取組の拡大

を図っています。

●と畜場

と畜場法に基づき，食用に供する目的で獣畜（牛，馬，豚，山羊，羊）をと殺し，または解

体するために設置された施設をいいます。

●と畜場法（昭和２８年８月１日法律第１１４号）

「と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛生の見

地から必要な規制その他の措置を講じ，もって国民の健康の保護を図ること。」を目的として昭

和２８年に制定され，と畜場の設置の許可，と畜場の衛生管理，と殺または解体の検査等につ

いて規定されています。

●トレーサビリティ（システム）

トレーサビリティとは，trace（追跡）とability（可能）を合わせた言葉で，食品の生産，

加工，流通等の各段階で，原材料（食品）が，いつ，どこで，どのように生産・流通・加工さ

れたかについて，追跡又は遡って調査できる仕組みをいいます。食品事故が発生した場合の迅

速な回収や，原因究明により危害の未然防止・拡大防止への活用が期待されます。

また，最近では，食品を購入した消費者がその生産履歴等をＩＴなどの活用により知ること

ができるシステムが開発されており，消費者への情報提供の面からも活用が期待されています。

その一方で，コストを誰が負担するのか，導入しても実質的な利用があるのかといった課題も

あります。

なお，国産牛肉及び米については，トレーサビリティに取り組むことが義務づけられていま

す。

な

●農薬

農薬取締法において，農薬とは，農作物（樹木及び農林産物を含む。以下，「農作物等」と

いう。）を害する菌，線虫，だに，昆虫，ねずみその他の動植物またはウイルスの防除に用いら

れる殺菌剤，殺虫剤その他の薬剤および農作物等の生理機能の増進または抑制に用いられる成

長促進剤，発芽抑制剤その他の薬剤と定義されています。

また，農作物等の害虫を食べるクモなどの天敵も農薬とみなすとされています。

用途別に見ますと，害虫を防除する殺虫剤，農作物等にとって有害な細菌や糸状菌を防除す

る殺菌剤，雑草を防除する除草剤，種なしぶどうなどを作る際に用いられるいわゆる植物成長

調整剤などがあります。

現在栽培されている農作物等の中には，農薬を使用しなければ，ほとんど収穫できないもの
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（例：りんご，もも）もあることから，病気や害虫，また雑草の害を食い止め，品質のよい農

作物等を安定的に供給するために農薬が使われています。また，真夏の草取りなど，農作物等

の生産者の過重な労働の軽減にも役立っています。

国内で農薬を使用する場合は，農薬取締法に基づき登録された農薬でなければなりません。

農薬取締法では，農薬登録時に定められた使用方法を遵守しなければならないこととされてい

ます。（使用基準）

食品衛生法に基づき食品中に残留する農薬の残留基準を設定し，安全確保を図っています。

●農薬管理指導士

農薬取締法に基づき農薬の安全使用や保管管理について適正になされるとともに，使用者等

に対し適切に指導できるよう農薬販売業者やＪＡ職員等農薬の専門知識を有する必要がある方

々を対象として，県が研修を実施し，試験を経て認定しています。

●農薬取締法（昭和２３年７月１日法律第８２号）

農薬について登録制度を設け，販売及び使用の規制を行うことにより，農薬の適正使用の確

保等を図り，もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに，国民の生活環境の

保全を目的とした法律です。

農薬の登録制度では，国に登録された農薬のみが製造，輸入，販売，使用できる仕組みにな

っています。また，薬効，薬害，毒性，残留性等試験の結果を基に，その農薬を使用できる作

物，使用量，濃度，使用時期，使用回数等の使用に関する基準が定められています。

●ノロウイルス

ヒトの小腸粘膜で増殖するウイルスで，他の食中毒菌と異なり，食品中では増殖しません。

このため，人から排出されたウイルスが，河川等を経て海にたどり着き，カキなどの二枚貝の

内臓に蓄積されるものと考えられています。

従前は小型球形ウイルス又はＳＲＳＶ（Small Round Structured Virus）と呼ばれていまし

たが，遺伝子学的な分類でノロウイルスとそれ以外のものに分けられることがわかったため，

ＳＲＳＶのうちノロウイルスと同定されるものについては，この名称を用いることになりまし

た。

潜伏時間は２４～４８時間で，主症状は下痢，吐き気，おう吐，腹痛，発熱（３８℃以下）

など風邪に似た症状を呈し，冬場に多く発生する傾向があります。

ウイルスを取り込んだカキなどの二枚貝を不十分な加熱で食べた場合や，感染者の用便後の手

洗い不足等により，ウイルスに汚染された食品を食べた場合などに感染するおそれがあります。

なお，感染者の便や吐しゃ物に接触したりすることにより二次感染を起こすこともあります。

予防策としては，中心まで十分に加熱して食べることや手洗いの徹底等があげられます。

平成９年５月に改正された食品衛生法で，食中毒病因物質に小型球形ウイルス(ＳＲＳＶ）

が追加され，さらに平成１５年８月の改正で，この病因ウイルス名が小型球形ウイルス（ＳＳ

Ｖ）からノロウイルス（ＮＶ）に変更されています。
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●ＨＡＣＣＰ（危害分析重要管理点） Hazard Analysis Critical Control Point

（ハサップと呼ばれています。）

米国航空宇宙局（ＮＡＳＡ）における宇宙食の製造に当たって，食品の安全性を高度に保証

する衛生管理手法として開発されました。この衛生管理手法は，食品の製造・加工工程のあら

ゆる段階で発生するおそれのある危害についてあらかじめ調査・分析（Hazard Analysis）し，

この分析結果に基づいて，より安全性が確保された製品を得るために特に厳重に管理する必要

がある段階を重要管理点（Critical Control Point）と定め，これが遵守されているかどうか

を常時監視することにより，製造工程全般を通じて製品のより一層の安全性を確保する手法で

す。

日本でも，平成７年に国がこの考え方を導入し，公的に認める衛生管理システムとして，総

合衛生管理製造過程の承認制度があります。

●ＢＳＥスクリーニング検査

牛がＢＳＥに感染していないかどうかを，牛の脳の一部（延髄）を取り出して，そこにＢＳ

Ｅの原因と考えられる異常プリオンがあるかないか調べるための一次検査です。

国内では，初のＢＳＥ感染牛が確認されて以降，平成１３年１０月１８日から，と畜場でと

殺解体されるすべての牛について全国の食肉衛生検査所等において実施されていました。検査

対象月齢は，段階的に引き上げられたものの，牛の全頭検査は継続されました。

その後，国内外のリスクが大きく低下してきたことを踏まえ，食品安全委員会の食品健康影

響評価結果に基づき，平成２５年７月１日から，国産牛のＢＳＥ検査対象月齢が４８か月齢超

に引き上げられました。

ま

●宮城県食品衛生監視指導計画

食品衛生法に基づき都道府県等が実施する監視指導等について，厚生労働大臣が定める食品

衛生監視指導指針を踏まえて，都道府県知事等が毎年計画を定めるものです。

地域の実情を踏まえた食品衛生関係施設に対する重点的，効率的かつ効果的な監視指導のほ

か，流通する食品の検査，自主衛生管理の指導なども含めて計画を策定します。

●宮城県産生かき適正表示協会

宮城県産食品に係る表示の適正化を推進し，消費者の信頼を得るため，業者自らが自主基準

を制定し，これを県が認証する制度である「宮城県産食品に係る適正表示協会制度」（平成１４

年９月２４日設置）に基づき，宮城県産生かきに係る食品表示の適正化のために，県内のかき

仲買・袋詰め業者により平成１４年１０月４日に設置されたものです。
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●みやぎ食の安全安心県民総参加運動

みやぎ食の安全安心推進条例」に基づき，「安全で安心できる食」の実現を目指し，食の安

全安心確保対策が，持続的かつ着実な取組が図られるよう「みやぎ食の安全安心取組宣言事業」

及び「みやぎ食の安全安心消費者モニター制度」を中心に，消費者，生産者・事業者及び行政

の協働した取組として県民総参加運動を展開するものです。

●みやぎ食の安全安心消費者モニター制度

消費者の役割を自らの行動により積極的に果たす人材を育成するとともに，多くの消費者の

目で食の安全安心を確認することを目的として，県内に住む食の安全安心に関心のある消費者

の方々に消費者モニターとして登録してもらい，正確な知識の習得，日ごろの情報収集，県へ

の情報提供，各種講習会等への参加等の活動を行ってもらうものです。

●みやぎ食の安全安心取組宣言事業

生産者・事業者の食の安全安心に関する取組を消費者に伝えることにより，自らの食の安全

安心への意識の高揚を図り，消費者が食品を選択し購入する際の目安を提供することを目的と

しているものです。生産者・事業者は，県のガイドラインに従い自主基準を定め，その基準を

公開するとともに，県が認めたロゴマークを使用して，食の安全安心の取組を広く県民にＰＲ

します。

●みやぎ食の危機管理基本マニュアル

食の危機の未然防止を図るとともに，危機発生時においては，迅速かつ適切な危機対応を行

い，県民の食の安全安心の確保と風評被害による経済的損失を最小限に止めることを目的とす

るものです。マニュアルでは，危機の未然防止に向け，食の危機管理対応チームを設置し，非

常時のみならず平常時においても情報の収集，共有化，必要な庁内調整等を行うこととしてお

ります。

●みやぎ食品衛生自主管理登録・認証制度

宮城県では，平成１６年１０月に国のＨＡＣＣＰ（ハサップ；危害を分析し，重要管理点を

定めて監視することにより，食品の危害発生を防止するシステム）承認制度より対象を広げ，

県内（仙台市を除く。）の中小の食品製造，加工，調理を行っている施設でもＨＡＣＣＰの手法

を取り入れ，一定レベル以上の衛生水準を保っている施設を評価し，業界全体の衛生レベルの

向上を図るために，独自の食品衛生自主管理登録・認証制度を開始しました。

近年，食品衛生管理の手法としてＨＡＣＣＰが国際標準となっていること，食品衛生法施行

条例を改正し，管理運営基準にＨＡＣＣＰ導入型が選択できることとなったこと等から，平成

２７年１０月，内容を見直し，制度の改正を行いました。

現在は，認証をステップアップ方式とし，ステップ１，２及び３，さらに自主的衛生管理項

目を実施した者はプレミアム認証とし，ＨＡＣＣＰの普及啓発に努めています。
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●リスク（Risk）

食品中にハザード（危害要因）が存在する結果として生じる健康への悪影響の起こる可能性

とその程度（健康への悪影響が発生する確率と影響の程度）をいいます。

●リスク管理（Risk Management）

リスク評価に基づき，すべての関係者と協議しながらリスク低減のための複数の政策・措置

について技術的な可能性，費用対効果などを検討し，適切な政策・措置を決定，実施すること

いいます。政策・措置の見直しも含みます。

●リスクコミュニケーション（Risk Communication）

リスク評価（後記）やリスク管理を行う中で，生産者から消費者に至るすべての関係者との

間で，リスクに関する情報・意見交換を行う過程をいいます。

●リスク評価（Risk Assessment）

食品に含まれるハザード（危害要因）を摂取することによって，どの位の確率でどの程度の

健康への悪影響が起き得るかを科学的に評価することをいいます。

●リスク分析（Risk Analysis）

食品を通じてハザード（危害要因）を摂取することによって健康に悪影響を及ぼす可能性が

ある場合において，その発生を防止又は抑制する全過程をいいます。可能な範囲で，食品事故

を未然に防止したり，悪影響の起こる確率や程度を最小限にすることなどを目的としています。
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みやぎ食の安全安心推進条例

平成１６年３月２３日

宮城県条例第３１号

目次

第１章 総則（第１条―第５条）

第２章 食の安全安心基本計画（第６条）

第３章 食の安全安心の確保に関する施策（第７条―第１４条）

第４章 みやぎ食の安全安心推進会議（第１５条―第２０条）

第５章 雑則（第２１条）

附則

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、県民の生命及び健康に関する権利の重要性にかんがみ、県民が健やかな食生活を営むため

の食品の安全性及び信頼性（以下「食の安全安心」という。）の確保に向け、県及び生産者・事業者の責務並

びに消費者の役割を明らかにするとともに、県、生産者・事業者及び消費者（以下「関係者」という。）によ

る協働した取組を促進する施策の方針を定めることにより、食の安全安心の確保に関する施策を総合的に推進

することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 食品 全ての飲食物（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年

法律第１４５号）第２条第１項に規定する医薬品、同条第２項に規定する医薬部外品及び同条第９項に規定

する再生医療等製品を除く。）をいう。

二 生産者・事業者 食品安全基本法（平成１５年法律第４８号）第８条第１項に規定する食品関連事業者を

いう。

三 関係法令 食品安全基本法、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）、農薬取締法（昭和２３年法律第

８２号）、肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）、農林物資の規格化等に関する法律（昭和２５年法律

第１７５号）、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和２８年法律第３５号）、と畜場法（昭

和２８年法律第１１４号）、水道法（昭和３２年法律第１７７号）、医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号）、農用地の

土壌の汚染防止等に関する法律（昭和４５年法律第１３９号）、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関す

る法律（平成２年法律第７０号）、ダイオキシン類対策特別措置法（平成１１年法律第１０５号）、牛海綿

状脳症対策特別措置法（平成１４年法律第７０号）、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）、食品表示

法（平成２５年法律第７０号）その他食の安全安心に関連する法令（条例及び規則を含む。）で現に効力を

有するものをいう。

（県の責務）

第３条 県は、食の安全安心の確保に関しては県民の健康の保護が最も重要であるという認識の下に、施策を実

施しなければならない。

２ 県は、国及び市町村との役割分担を踏まえて、食品の生産から販売及び消費に至る一連の過程（以下単に「一

連の過程」という。）において、必要な食の安全安心の確保に関する施策を適切に実施しなければならない。

（生産者・事業者の責務）

第４条 生産者・事業者は、関係法令を遵守し、安全で安心できる食品が消費者に提供されるよう必要な措置を

適切に講ずる責務を有する。

２ 前項に定めるもののほか、生産者・事業者は、県が第３章の規定に基づいて実施する食の安全安心の確保に

関する施策及び措置に協力する責務を有する。

（消費者の役割）

第５条 消費者は、食の安全安心に関する正しい知識を身に付けるとともに、生産者・事業者及び関係行政機関

に対し、意見を述べ、又は提案を行うように努めることによって、食の安全安心の確保に関し、積極的役割を

果たすものとする。

第２章 食の安全安心基本計画

第６条 知事は、食の安全安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、食の安全安心の確保に
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関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 食の安全安心の確保に関する施策の大綱

二 前号に掲げるもののほか、食の安全安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な

事項

３ 知事は、基本計画を定めるに当たっては、県民の意見を反映することができるよう適切な措置を講じなけれ

ばならない。

４ 知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、みやぎ食の安全安心推進会議の意見を聴くとともに、

議会の議決を経なければならない。

５ 知事は、基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。

６ 前３項の規定は、基本計画の変更について準用する。

第３章 食の安全安心の確保に関する施策

（生産及び供給体制の確立）

第７条 県は、生産者・事業者が安全で安心できる食品を生産し、及び供給するための体制の確立に関する必要

な施策を実施するものとする。

（監視、指導及び検査の強化）

第８条 県は、食品の安全性、食品の表示の適正化等について、一連の過程において一貫した監視、指導及び検

査に関する必要な施策を実施するものとする。

（情報の共有及び相互理解の促進）

第９条 県は、食の安全安心の確保に関し、情報の収集、分析及び公開に努め、関係者間の情報の共有及び消費

者と生産者・事業者との相互理解の促進に関する必要な施策を実施するものとする。

（体制の整備及び連携の強化）

第１０条 県は、食品の安全性を確保するための試験研究体制の整備並びに食品の摂取による県民の健康に係る

重大な被害の発生の未然防止及び当該被害の拡大を防止するための緊急の対処に係る体制の整備に関する必要

な施策を実施するものとする。

２ 前項に定めるもののほか、県は、食の安全安心の確保に関し、一連の過程において適切な施策を実施するた

め、国、他の都道府県、市町村等との密接な連携に努めなければならない。

（県民参加）

第１１条 県は、食の安全安心の確保に関し、県民が幅広く主体的に関わることができるよう、県民の参加の促

進に関する必要な施策を実施するものとする。

２ 前項に定めるもののほか、県は、食の安全安心の確保に関し、広く県民の意見を求めるための必要な措置を

講じ、施策に反映するよう努めるものとする。

（危害情報の申出）

第１２条 県民は、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある食品についての情報を入手した場合は、県に対して

適切な対応をするよう申出をすることができるものとする。

２ 県は、前項の申出があったときは、当該申出に係る事実を確認するため必要な調査を行い、当該申出の内容

に相当の理由があると認めるときは、関係法令に規定する必要な手続をとるものとする。

（自主基準の設定及び公開）

第１３条 生産者・事業者は、県民の安全で安心できる食品の選択に資するため、知事が別に定めるところによ

り、自らが提供する食品の安全性及び信頼性に関する基準の設定及び公開並びにその遵守に努めなければなら

ない。

２ 県は、前項の規定により生産者・事業者が行う基準の設定及び公開を促進するため、必要な措置を講ずるも

のとする。

（議会への報告）

第１４条 知事は、毎年度、食の安全安心の確保に関して講じた施策を議会に報告するとともに、公表するもの

とする。

第４章 みやぎ食の安全安心推進会議

（設置等）

第１５条 知事の諮問に応じ、食の安全安心の確保に関する重要事項を調査審議するため、みやぎ食の安全安心

推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。
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２ 推進会議は、次に掲げる事項に関し、情報及び意見の交換を行い、必要があると認めるときは、知事に建議

することができる。

一 食の安全安心の確保に関する県の施策及び施策の評価に関すること。

二 食の安全安心の確保に関する関係者間の相互理解及び関係者の協働に関すること。

三 食の安全安心の確保に関する県民参加の促進に関すること。

四 その他食の安全安心の確保の推進に関すること。

（組織等）

第１６条 推進会議は、委員二十人以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

一 学識経験を有する者

二 消費者を代表する者

三 生産者・事業者を代表する者

３ 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。

４ 委員は、再任されることができる。

（会長及び副会長）

第１７条 推進会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

２ 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）

第１８条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

２ 推進会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

３ 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（意見の聴取等）

第１９条 推進会議は、必要があると認めるときは、議事に関係する者に対し、出席を求めて意見若しくは説明

を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

（会長への委任）

第２０条 この章に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

第５章 雑則

（委任）

第２１条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に策定されているみやぎ食の安全安心アクションプラン（政策及び施策の基本的な方

向を定めた部分に限る。）は、第６条第１項の基本計画とする。

（検討）

３ 県は、この条例の施行後３年以内に、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるとき

は、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正）

４ 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和２８年宮城県条例第６９号）の一部

を次のように改正する。

別表に次のように加える。

みやぎ食の安全安心推進会議の委員 出席一回につき １１，６００円 ５ 級

附 則（平成２６年宮城県条例第６３号）

この条例は、平成２６年１１月２５日から施行する。

附 則（平成２７年宮城県条例第１９号）

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。
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